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この１年、野木町が重点的に進めている 施策についてお知らせします

二級幹線４号線（第一松原踏切）改良事業

　第一松原踏切の歩道設置や周辺道路の整備を行

います。今年度の完成に向けてＪＲ東日本と連携

して工事を行っています。

デマンドタクシー運行事業

　ご利用したいときに電話でご予約いただくと、

野木町内の「どこから」「どこへでも」お迎え、お送

りする乗合タクシー「キラ輪号」を運行しています。

利用される方からのご意見を基に、利便性を向上

させ、快適に利用していただけるようデマンドタ

クシー全般のサービス向上を図っていきます。

新４号国道アクセス道路整備事業

　古河市と協定を結び、早期完成を目指し事業に

取り組んでいます。今年度も用地が取得できたと

ころから工事を行っていきます。

少子高齢化対策

野木町総合サポートセンター事業

　「野木町総合サポートセンターひまわり館」は、

健康・福祉・介護・子育て・障がい・生活困窮など

で困ったことや心配なことを相談できる総合相談

窓口で、社会福祉士や保健師、生活困窮者自立相

談支援員等の専門職員が皆様のご相談に対応致し

ます。ひまわり館には、お茶が飲める「ひまわり

カフェ」や、親子で楽しめる「子育て支援室」、健

康づくりが出来る「フィットネスコーナー」など

の施設があり、生きがいづくりや多世代間交流の

場の提供、地域で活躍される方の人材育成講座を

開催しています。

　また、町民の皆様からご家庭で余っている食品

を提供していただき、関係機関を通じて生活に

困っている方を支援する「フードドライブ事業」

を実施しています。

【子育て支援】

出産祝金支給事業

　次世代を担う子の誕生を祝うとともに、健やか

な成長を願い、出産祝金を支給しています。（支

給要件あり）

安全・安心のまちづくり

防災行政無線整備事業

　災害の発生又は発生するおそれがある場合、町

民の皆様へ災害情報の提供及び避難勧告・指示等

の伝達手段として防災行政無線を整備していま

す。本年度においては、中谷地区に拡声子局設備

を設置いたします。

ホース乾燥塔設置等事業

　町消防団本部分団・第２分団・第３分団・第６

分団詰所敷地内にホース乾燥塔を設置し、ホース

洗浄後の乾燥作業時における団員の安全確保に努

めます。また、老朽化している火の見やぐらの撤

去を併せて行います。

小中学校体育館テレビアンテナ設置事業

　災害時に避難所となる各小中学校の体育館にテ

レビ用受信アンテナを設置し、体育館内でもテレ

ビが視聴できる環境を整えることにより、災害時

に避難された方に対して、迅速かつ的確な情報の

提供を図ります。

逆川排水機場耐震補強事業

　逆川排水機場の耐震基準が現在の基準と整合し

ていないため、実施設計に基づき耐震補強工事を

行います。減災対策を強化し、有事への備えとし

て機能確保を図ります。

一級幹線５号線（川西）改良事業

　川西地区に水防拠点を整備するための用地買収

が完了しましたので、今年度は電柱の移設や水防

倉庫の撤去を行い、国と連携し水防拠点整備を進

めていきます。

一級幹線５号線（若林）改良事業

　野木中学校の北側から新幹線へ向かう道路（大

字若林地内のＳ字カーブ付近）の道路拡幅、歩道

整備を行います。昨年度に引き続き舗装や側溝整

備を行います。
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この１年、野木町が重点的に進めている 施策についてお知らせします 問政策課　撒（57）4216

奨学金事業

　経済的理由によって修学困難な学生の大学等へ

の進学を後押しし、社会に貢献できる人材を育成

することを目的として、返済義務のない給付型奨

学金を実施しています。

佐川野小学校・新橋小学校・野木中学校・　
野木第二中学校校舎トイレ改修事業

　老朽化した校舎内のトイレを洋式化する改修工

事を行います。

野木第二中学校エレベーター棟新築事業

　教育環境のバリアフリー化を推進するため、エ

レベーター棟の新築工事を行います。

ＧＩＧＡスクール構想事業

　国が推進するＧＩＧＡスクール構想に基づき、

町内の各小・中学校と役場を結ぶ高速大容量の通

信ネットワークを整備するとともに、全児童・生

徒にもタブレット端末を配備し、教育環境のデジ

タル化とオンライン化を推進しています。

【健康・高齢者福祉】

軽度生活援助事業

　ひとり暮らし等で日常生活に不便を感じている

65歳以上の高齢者の方を対象に、室内清掃や洗濯

など生活支援を行っています。

高齢者通院時タクシー等利用助成事業

　70歳以上の高齢者の方を対象に、町外の医療機

関へ通院する場合、自宅から医療機関までタク

シーを利用した時の利用料金を助成しています。

ふれあいサロン事業

　地域の中で生きがいを持っていきいきと元気に

暮らせるように、65歳以上の方を対象に趣味・体

操・健康に役立つ事業を町内 15か所の会場で実施

しております。（今年は新型コロナウイルス感染

症の影響により、やむを得ず開催を中止している

会場があります。）

こども医療費助成事業

　０歳から18歳までの子どもに対する医療費の助

成を行っています。なお、15歳までの子どもが県

内の医療機関で受診した場合は窓口負担が０円と

なる現物給付を実施しています。

第３子以降小中学校等入学祝金事業

  小中学校等へ入学する第３子以降の児童生徒の

保護者に、児童生徒の健全な育成と町の活性化に

資するため入学祝金を支給しています。

子育て世代包括支援センター事業
（産後ケア事業）

　産後のお母さんは赤ちゃん中心の生活リズムに

なり、体調も大きく変わり、十分な支援が必要で

す。精神的にも不安定になりやすい産後間もない

時期の健康保持や産後うつ病の予防、育児不安の

軽減のために、利用料金の一部を助成しています。

【学校教育】

英語教育の充実事業

・ＡＬＴ（外国語指導助手）を全小中学校７校に

　配置しています。幼児期からの英語力向上を図

　るためＡＬＴを幼稚園、保育園に派遣し授業を

　行っています。更に、公民館で町民向け講座等

　もおこなっています。

・野木町の小中学校に在籍している児童生徒の英

　語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に英

　語検定３級の検定料の半額を補助しています。

児童生徒支援・教育相談事業の充実

　子どもたちそれぞれの個性に適切に対応し「多

様な学びの保証」を確立するため、学習指導支援

等をおこなう非常勤講師を町独自で各学校に配置

しています。また、スクールカウンセラーも配置

し、各小中学校で巡回相談を行っています。

「読書のまち」推進事業

　学校図書館司書を全校に配置し、「読書のまち」

にふさわしい子どもたちの成長のため、読書推進

活動の環境を整えています。
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安全・安心見守りネットワーク事業

　一人暮らしの高齢者、障がいのある方など日常

の見守りが必要な方や災害時に支援の必要な方な

どを地域で支えるための事業です。要支援者と見

守り協力員の登録を推進し、地域ぐるみの活動が

できるように体制を整えていきます。

健診事業

　定期的な健診は、病気の早期発見・早期治療に

たいへん重要であるため、毎年、生活習慣病健診

を行っています。肺がん・大腸がん検診の自己負

担額の無料化、医療用ウイッグ購入費の一部助成

を行っています。

スポーツレクリエーション事業

　スポーツやレクリエーションを通じて健康増進

を図るため、各種スポーツ関係団体と連携し、講

習会や教室等を開催してスポーツやレクリエー

ションに参加する機会を提供したり、関東・全国

大会等の出場者に補助金を交付しています。

いちご一会とちぎ国体事業

　令和４年度に開催されます国体では、本町が正

式競技のハンドボール、デモンストレーションス

ポーツのバウンドテニスの会場になります。

  今年度は、大会開催に向けての広報、啓発等の

活動、各種計画の検討を行ったり、競技に必要な

備品等の購入、会場の野木中学校体育館床面等改

修工事、体育館トイレ改修工事を行います。

町の活性化策

【市・町間連携】

近隣自治体との広域的連携の推進

　野木町では、「小山地区定住自立圏形成協定」に

参画する小山市・下野市・結城市や、「関東どまん

なかサミット会議」に加盟する古河市・加須市・栃

木市・小山市・板倉町など、隣接する自治体と各種

協定を結び、自治体の合併によらない広域的な連

携を強化しております。公共交通や公共施設の利

便性向上、各種住民サービスの更なる充実と深化

を目指して様々な分野において協議をすすめてお

り、今後も構成自治体全体での機能性向上や地域

の活性化、更により効率的な行政運営などを推進

してまいります。

【移住・定住策】

定住促進事業

　野木町を知っていただくために、新たに移住パ

ンフレットを作成し、ふるさと回帰支援センター

や町外の方が訪れる場所などで配布を始め、窓口

に来なくても相談できるようオンライン相談も開

始しております。

　また、新たに住宅を取得された方を対象にした

「野木町定住促進補助金」を見直し、令和２年度か

らも新たな要件で引き続き交付をしております。

空家等対策補助事業

　令和元年度から開始いたしました「野木町空

き家バンク」の利活用を図るため、空き家バンク

の登録物件を対象にした「リフォーム補助金」を

開始いたしました。居住性や機能性の維持などの

リフォームや残置された家財の処分費用の助成を

行っております。

【協働のまち】

花と緑いっぱい運動事業

　道路や公園等の公共施設に、花苗の植栽活動を

しているボランティア団体等と協力し活動するこ

とで「協働のまちづくり」を推進するとともに、花

と緑に彩られた潤いのある美しい景観を形成する

ことにより、町全体のイメージアップを図ります。

　また、2022 年のいちご一会とちぎ国体に向け

て、たくさんの花で競技会場や町を飾り、選手や全

国から訪れる方々を歓迎する花いっぱい運動事業

にも繋げていきます。
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この１年、町が重点的に進めている施策

【農業振興】

水稲種子代補助事業

　町の基幹産業である農業、その中で生産面積が

一番多い水稲について、担い手の生産意欲向上と

農業経営の安定化を図るため、水稲の種子代を集

落営農組合等に対して補助を行っています。

中谷地区土地改良事業調査計画 

　中谷地区において、効率的・効果的に経営体（担

い手）を育成し、農地の集積及び生産性の向上を図

るため圃場（農地）整備事業を進めています。昨年

度から計画平面図や計画概要書の作成などを実

施、令和３年度に土地改良事業計画を樹立する予

定です。

農業次世代人材支援事業

　農業従事者の減少や高齢化が進展する中、次世

代の農業を担う新規就農者に対して、就農後必要

となる費用の一部補助を行っています。

【観光振興】

交流センター講座等開催事業

　交流センター（野木ホフマン館）は、観光と学習・

地域振興の拠点施設として平成28 年５月の開館

以来、来館者数は20 万人を超え、交流センターと

その付属施設である「野木町煉瓦窯」と「体験学

習施設」を活用し、町内外から多くの世代や地域を

越えた交流の場として親しまれています。

　野木町煉瓦窯や渡良瀬遊水地の自然など魅力あ

る歴史・自然環境の中で、子どもから高齢者まで

誰もが気軽に学習機会を得ることができる様々な

講座等を開催し、地域の賑わいづくりや元気創出、

地域創生に寄与できる施設を目指していきます。

交流センターWi-Fi整備事業

　観光拠点となる交流センターに、Wi-Fi環境を整

備し、来館者へのサービス向上を図ります。

野木ブランド認定事業

　令和２年３月には７品が更新され、現在17 品が

ブランド品として認定されています。町ならでは

の優れた魅力のある製品などの付加価値の向上

と、町のイメージアップ、地域経済の活性化を図る

ため、野木ブランド認定事業を実施しています。

観光・イベントの開催（通年）

　夏の「ひまわりフェスティバル」は、新型コロナ

ウイルスの影響によりステージイベントや模擬店

等を中止し、ひまわりの景観のみをご覧いただけ

る「規模縮小開催」となりました。

　なお、冬の「駅前イルミネーション」は、開催に

向けて町観光協会と準備を進めております。

　例年、１年を通じて様々なイベントを開催し町内

外から多くのお客様にご観覧いただいています。

【文化振興】

文化会館自主事業

　新型コロナウイルスの感染予防および拡大防止

対策を講じた上で、ピアノトライアルや、映画会等

を実施しています。また、多くの方にエニスホール

をより身近に感じていただくため、今年度からエ

ニスホール館内見学ツアーを開始しました。

　今後も文化振興を担う施設として、多様な優れ

た文化芸術に触れる機会を提供し、多くの方々に

お越しいただけるような、親しまれる文化会館を

目指していきます。

新型コロナウイルス感染症の影響により
中止となった事業

・中学生海外派遣事業

・健康タウンのぎ測定会

・野木町産業祭事業

・煉瓦窯関連イベント事業
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令和元年度 野木町  決算報告　
問政策課　撒（57）4116

煙児童保育事業　　　　　　　　　５億７，３９２万円

煙野木第二工業団地造成事業　　　５億５，５２１万円

煙自立支援給付事業　　　　　　　５億４，４７６万円

煙児童手当給付事業　　　　　　　３億７，００７万円

煙小山広域保健衛生組合負担金　　３億 ４８９万円

煙常備消防事務委託事業　　　　２億２，６０２万円

煙野木第二工業団地造成事業関連
　道路整備事業　

煙ごみ収集事業　 　　　　　　 　 １億１，９０１万円

煙こども医療費助成事業　 　　　　　９，４６９万円

煙学童保育事業　　　　　　　　　　　９，１５４万円

主な事業の決算（一般会計）

令和２年３月３１日住基人口２５，５６４人より計算

１人当たりが

負担する町税

町民税

６７，７３３円

固定資産税

６９，１０２円

町たばこ税

６，２１３円

軽自動車税

２，３０９円

１人当たりに
使われるお金

民生費
１１０，８４１円

教育費
３６，５３０円

土木費
５４，８８５円

公債費・衛生費・総務費　他
１１７，５６０円

一般会計決算額の推移

１億９，６８８万円
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　９月に開かれた町議会定例会で、令和元年度の各会計の決算が審議され、認定されました。

　一般会計の決算額は、歳入が８５億５，１２５万９，９９３円、歳出が８１億７，５７７万６，５５０円となり、歳入歳出差

引額は３億７，５４８万３，４４３円となりました。

　このうち１億２，０００万円を財政調整基金に繰り入れし、２億５，５４８万３，４４３円を翌年度へ繰り越しました。

公債現在高

財産現在高

基金現在高 令和元年度末現在

令和元年度末現在

令和元年度末現在

事 業 債 名 金 額 増減率（％）

一 般 会 計 事 業 債 ７２億６，８８４万円 ９．１

農業集落排水事業債 ２億６，４８８万円 △７．９

下 水 道 事 業 債 ３９億２，２２６万円 △２．２

町 営 墓 地 事 業 債 ４，３６１万円 △１３．１

水 道 事 業 債 ８億１，８９５万円 △３．２

合 計 １２３億１，８５４万円 ３．９

区 分 土 地（ ㎡ ） 建 物（ ㎡ ）

行政財産

本 庁 舎 ２４，３０６.９４ ５，２１３.２６

警察(消防)施設 ３，３０８.５２ １，０５５.０８

その他の施設 ４，８８９.７０ ４５８.５４

公共用
財産

学 校 ２１３，５２５.１４ ４７，３９６.７２

公 営 住 宅 ２，０８４.００ ４９８.３６

公 園 ２８７，８６４.３１ ４４７.９９

児 童 館 ２，９０７.７０ １，０３７.３４

その他の施設 ２３９，４６５.４５ ２０，７２８.８７

普通財産 １１７，３９１.８１ １，１３４.２４

合 計 ８９５，７４３.５７ ７７，９７０.４０

基 金 名 金 額 増減率（％）

財 政 調 整 基 金 ７億３６０万円 １．５

公 共 施 設 整 備 基 金 ２億１，６６１万円 △４０．９

義 務 教 育 施 設 整 備 基 金 ９，５０１万円 １．１

減 債 基 金 １億１，３２１万円 ０．０

ま ち づ く り 基 金 １億０，３６２万円 ０．０

災 害 基 金 ０，９７０万円 １．０

地 域 福 祉 基 金 ５，６４３万円 ０．０

土 地 開 発 基 金 ８，７４２万円 △２７．２

介護保険給付費準備基金 １億８，１１２万円 １１．５

重 要 文 化 財 野 木 町

煉 瓦 窯 保 存 基 金
６６１万円 １８．２

一般旅券印紙等購買基金 ２００万円 ０．０

国民健康保険財政調整基金 ２億 ２２８万円 △１４．２

森 林 環 境 譲 与 税 基 金 ９８万円 皆増
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公債現在高

財産現在高

基金現在高 令和２年９月３０日現在

事 業 債 名 金 額 増減率（％）

一 般 会 計 事 業 債 ６９億９，７９５万円 ９．７

下 水 道 事 業 債 ４０億１，８９８万円 △２．８

町 営 墓 地 事 業 債 ４，０３１万円 △１４．１

水 道 事 業 債 ７億８，９４２万円 △３．４

合 計 １１８億４，６６６万円 ４．１

区 分 土 地（ ㎡ ） 建 物（ ㎡ ）

行政財産

本 庁 舎 ２４，３０６．９４ ５，２１３．２６

警察(消防)施設 ３，３０８．５２ １，０５５．０８

その他の施設 ４，８８９．７０ ４５８．５４

公共用
財産

学 校 ２１３，５２５．１４ ４７，３９６．７２

公 営 住 宅 　２，０８４．００ ４９８．３６

公 園 ２８８，０５８．３１ ４４７．９９

児 童 館 ２，９０７．７０ １，０３７．３４

その他の施設 ２３９，４７１．８１ ２０，７２８．８７

普通財産 １１７，３９１．８１ １，１３４．２４

合 計 ８９５，９４３．９３ ７７，９７０．４０

基 金 名 金 額 増減率（％）

財 政 調 整 基 金 ４億５，６３４万円 △３１．２

公 共 施 設 整 備 基 金 １億１，６６１万円 △６８．２

義 務 教 育 施 設 整 備 基 金 ９，５０１万円 １．１

減 債 基 金 ６，３２１万円 △４４．２

ま ち づ く り 基 金 １億０，３６２万円 ０．０

災 害 基 金 ０，９７０万円 １．０

地 域 福 祉 基 金 ５，６４３万円 ０．０

土 地 開 発 基 金 ８，７４３万円 △２７．２

介護保険給付費準備基金 １億８，１１２万円 １１．５

重 要 文 化 財 野 木 町

煉 瓦 窯 保 存 基 金
６９５万円 １３．６

一般旅券印紙等購買基金 ２００万円 ０．０

国民健康保険財政調整基金 ２億０，２２８万円 △１４．２

森 林 環 境 譲 与 税 基 金 ９８万円 皆増

令和２年９月３０日現在

令和２年９月３０日現在

令和２年度上半期の一般会計予算執行状況 令和２年９月３０日現在（繰越事業費含む）
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公営企業会計（消費税含）

特別会計

事 業 名 歳 入 歳 出 差 引
国 民 健 康 保 険 ２７億９，１１９万円 ２７億５，３５６万円 ３，７６３万円

介 護 保 険 ２０億４，４５１万円 ２０億１２８万円 ４，３２３万円

後 期 高 齢 者 医 療 ３億１，７５４万円 ３億１，４４８万円 ３０６万円

農 業 集 落 排 水 事 業 ６，５３４万円 ５，７２７万円 ８０７万円

公 共 下 水 道 事 業 ７億４，２９８万円 ７億３，４８６万円 ８１２万円

町 営 墓 地 事 業 ４，１３２万円 １，５２８万円 ２，６０４万円

国民健康保険税負担額

および給付状況

区 分 保 険 税 負 担 額 保 険 給 付 額

１ 人 当 た り
一 般 被 保 険 者 ６６，０８９円 ２８９，９８２円

退職被保険者等 ３９，２５０円 １６０，１０６円

１ 世 帯 当 た り
一 般 被 保 険 者 １０７，８３５円 ４７３，１５２円

退職被保険者等 － －

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する１億６，２４７万円は、過年度分損益勘定留保資金９２６万円、

　当年度分損益勘定留保資金１億３，０６４万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２，２５７万

　円で補てんしました。

令和元年度　特別会計・企業会計等決算状況

水 道 事 業 歳 入 歳 出 差 引
収 益 的 収 支 ４億１７４万円 ３億５，４０１万円 ４，７７３万円

資 本 的 収 支 １億９，６２０万円 ３億５，８６７万円 △１億６，２４７万円

※令和２年度より下水道事業に地方公営企業法が適用されたことに伴い、農業集落排水事業特別会計及

　び公共下水道事業特別会計の歳入歳出差引残高は、下水道事業会計へ引き継ぎました。 

【水道事業】

令和２年度上半期の特別会計予算執行状況 令和２年９月３０日現在（繰越事業費含む）

【下水道事業】
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持ってくるもの
　入場券（届いている場合）　※入場券は１０月２９日に発送

投票できる方
　・平成１４年１１月１６日以前に生まれた方

　・令和２年７月２８日以前に野木町に住民票が作成された、又は転入届をした方で、引き続き野木

　　町に住んでいる方

　《最近転入した方はご注意を！》
　栃木県内の他の市町から令和２年７月２９日以降に野木町に転入した方は、一般的に選挙人名簿に

登録のある前住所地等で投票することができます。前住所地等で投票する際には、投票所で市町村長

が発行する「引き続き栃木県の区域内に住所がある旨の証明書」（無料）を提示するか、又は「引き

続き県内に住所を有することの確認」（無料）を申請する必要があります。（証明書は、最寄りの住民

登録窓口などで取得できます。）

　《「宣誓書兼請求書」が「投票所入場券」と一体になりました》
　期日前投票を行う際は、宣誓書兼請求書の提出が必要となります。投票所入場券の裏面に「宣誓書

兼請求書」を印刷しました。あらかじめご自宅等で必要事項を記入してからお越しいただくと受付の

時間が短縮できますので、ぜひご活用ください。

　※今までの様式のものは、期日前投票所に用意します。また、ホームページにも掲載しますので、

　　こちらをご利用いただくこともできます。

新型コロナウイルス感染症への対策について
　投票所や開票所において、消毒液の設置や換気などの対応を行います。投票の際にはマスクの着用

や咳エチケットの徹底、周りの人との距離を保った行動にご協力ください。皆様のご理解、ご協力を

お願いします。

入場券は、圧着ハガキで世帯主様宛てに届きます。（ハガキ１枚に４人分掲載されます。）

問選挙管理委員会事務局（総務課内）　撒（57）4114　FAX（57）4190　糸 soumu＠town.nogi.lg.jp

栃木県知事選挙のお知らせ

◆投票日

　１１月１５日（日）７時～２０時　《告示日　１０月２９日（木）》

◆期日前投票期間・時間

　１０月３０日（金）～１１月１４日（土）８時３０分～２０時

◆期日前投票所

　 役場本館２階　大会議室　※エレベーターがございます。

← 期日前投票をする日を記入

← 氏名、生年月日を記入

← 住所を記入

← 期日前投票の事由（番号）を〇で囲む
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【期日前投票制度】

　投票日に仕事や学校、レジャーなどで外出のご予定がある方又は体調などにより当日投票所に行けない見込

みの方などは、期日前投票期間・時間内であれば、ご都合のよい日時に投票することができます。ぜひご利用

ください。

◆期日前投票を利用する際は、宣誓書兼請求書の提出が必要となります。投票所入場券の裏面に「宣誓

　書兼請求書」を印刷しました。あらかじめご自宅等でご記入されてから期日前投票所にお越しいただ

　くと受付時間が短縮できます。ぜひ、ご活用ください。

　※「宣誓書兼請求書」は、ホームページにも掲載します。事前にダウンロードし、自筆で記入したものをお

　　持ちいただくこともできます。また、今までどおり期日前投票所に「宣誓書兼請求書」を備え付けてあり

　　ます。

◆入場券がなくても投票できます。ただし、受付時に選挙人名簿登載の有無について、本人確認をさせていた

　だきます。

【不在者投票制度】

①名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票

　遠方に滞在などしている方が、その滞在地で投票する制度です。事前に野木町選挙管理委員会（名簿登録地

　の選挙管理委員会）に、投票用紙などの必要な書類を請求します。後日、交付された投票用紙などを最寄り

　の（滞在する）市区町村の選挙管理委員会に持参し、投票します。

②指定病院等での不在者投票

　病院、老人ホームなどに入院又は入所している方が、その施設の指定した投票日に施設内で投票できる制度

です。投票を希望する場合は、　投票用紙を病院長などに請求することができます。

③郵便等による不在者投票

　郵便などを利用して投票できる制度です。身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている選挙人で、

　【表１】のような障がいのある方（○印の該当者）又は介護保険被保険者証の要介護状態が「要介護５」の方は、

　事前登録のうえ、自宅などで投票用紙に記入し、郵便や信書便によって投票することができます。また、【表２】

　のような障がいのある方（○印の該当者）で、自ら投票の記載をすることができない方は代理記載によって郵

　便等投票を行うことができます。

※事前登録の方法などにつきましては、町選挙管理委員会までお問い合わせください。

　なお、手続きにはお時間がかかりますので、予めご承知おき願います。

身体障害者手帳

障がい名
障がいの程度

１級 ２級 ３級

両下肢、体幹、移動機能の障がい ○ ○ 該当なし

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸の障がい

○ ー ○

免疫、肝臓の障がい ○ ○ ○

戦傷病者手帳

障がい名
障がいの程度

特別項症 第１項症 第２項症 第３項症

両下肢、体幹の障がい ○ ○ ○ 該当なし

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓の障がい

○ ○ ○ ○

身体障害者手帳
障がい名

障がいの程度

１級

上肢、視覚の障がい ○

戦傷病者手帳
障がい名

障がいの程度

特別項症 第１項症 第２項症

上肢、視覚の障がい ○ ○ ○

【表１】

【表２】
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栃 木 県 知 事 選 挙

投票所案内図

《投票所の会場に変更がありますのでご注意ください》
※１　新橋小学校（第７投票所）は、投票会場となる教室の場所が変更となりました。
　　　校舎西側の教室が投票会場になりますので、西門から入り、体育館側の西昇
　　　降口から教室にお入りください。
※２　佐川野小学校（第１２投票所）は、４月７日が体育館、２１日が１階教室での投
　　　票となります。

友沼小学校１階教室
（第１投票所）

投票区域
本新田
下影
角新田
上羽毛田
中古屋
友下　友西

松原コミュニティセンター
（第２投票所）

野木会館
（第３投票所）

投票区域
野木１の１
野木１の２
野木２
ひまわり団地
野木３ 野木４
野木５ 野木６ 
野木原

野渡コミュニティセンター
（第４投票所）

投票区域
野渡１
野渡２の１
野渡２の２
野渡３ 野渡４
富岡 野渡５
野渡６ 狐塚１
狐塚２ 陽光台

南赤塚小学校１階教室
（第５投票所）

投票区域
矢畑 中根 御門
座又 行家 北斗
中之内 篠山１
篠山２ 中谷１
中谷２ 中谷３
中谷４

野木町公民館
（第６投票所）

投票区域
丸林東上１
丸林東上２
丸林東上３
丸林東中１

新橋小学校１階教室
（第７投票所）

投票区域
芝山１ 芝山２
新橋西１
新橋西２
新橋西３
卯ノ木１
卯ノ木２

丸林西会館
（第８投票所）

土地区画整理記念会館
（第９投票所）

投票区域
丸林東中２
丸林東下１
丸林東下２
丸林東下３
丸林東下４
丸林東下５

老人福祉センター（ホープ館）
（第１０投票所）

投票区域
新橋東１
新橋東２
新橋東３
大塚１ 大塚２
ブルーミングガーデン野木
松原４東のＪＲ
宇都宮線東側

潤島公民館
（第１１投票所）

投票区域
潤島１
潤島２
潤島３
潤島４

佐川野小学校１階教室
（第１２投票所）

投票区域
若林１ 若林長野　若林西長野
佐川野上
佐川野中 佐川野西
佐川野下の１
佐川野下の２
佐川野下の３
佐川野下の４

川田集落センター
（第１３投票所）

投票区域
川田１
川田２
川田３

投票区域
丸林西上
丸林西中１
丸林西中２
丸林西中３
丸林西中４
丸林西下（ プレシーン）

投票区域
松原１
松原２
松原３
松原４東のＪＲ　
宇都宮線西側
松原４西

◆防災行政無線による投票日のお知らせについて
　投票日の１１月１５日に、投票日であることの周知と棄権防止や投票を促すため、次の時間に防災行政
無線で投票日のお知らせを放送します。

【①午前８時００分　・　②午後１時００分　・　③午後７時００分】

◆選挙公報

　栃木県知事選挙の選挙公報は、新聞折込みで配布します。

　また、町役場、町公民館、町立図書館、野木エニスホール、老人福祉センター、きらり館、野木ホフ

マン館、ひまわり館、野木駅自由通路に備え付けますので、ご自由にお持ち帰りください。なお、町ホー

ムページにも掲載します。
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〈キラ輪号〉が運行しています
　〈キラ輪号〉は、町の中なら「どこからでも、どこへでも」乗り降りできる、公共の乗り合いタクシーです。

【運行エリア】　町全域、光南病院（小山市）、友愛記念病院（古河市）　※友愛記念病院は「行き」のみの運行。

【運行時間】　月曜日～金曜日（祝日除く）　平日８時～１６時（計１６便）

【利 用 料】　〈７５歳以上〉･･･２００円　〈大人（中学生以上）〉・・・３００円　

           〈子ども（小学生以下）〉･･･２００円  〈３歳未満〉･･･無料

※運転免許返納者にデマンドタクシー無料券を交付しています（返納後１回のみ）。

※ご利用にはあらかじめ登録が必要です。詳しいことはお問合せください。

問町社会福祉協議会　撒（５７）３１００　都市整備課　撒（５７）４１６１　ひまわり館　撒０２８０（３３）６８７８

【自治会の役割とは？】

　防災の柱となるものは、「自助」「公助」「共助」の３つと言われています。自らを助ける「自助」、
行政による「公助」、そして地域で助け合う「共助」があり、この「共助」の一角を担うのが自治
会です。
　過去の大きな自然災害において、自治会の力が大きく発揮され、安心して暮らすための助け
合いの組織であることが再認識されています。安心・安堵には地域のつながり「共助」が大切です。
　「共助」による安心・安堵の身近な例では、防犯活動があります。顔と顔が見えるつながりを
活かし、地域で互いに注意を呼びかけることで、空き巣、窃盗、特殊詐欺などへの防犯の意識
を高く持つことができます。また、見慣れない不審者の発見なども容易になり、犯罪を寄せ付
けない地域にもなります。少子高齢化が進んだ今、地域で子どもや高齢者を見守り、また見守
られる、そういった途絶えることのない仕組みが地域には必要です。
　自治会への加入は、野木町に住んでいる皆さんにお願いしています。持ち家ではないから、
一人暮らしだからなどと思われないで、いざというとき、困ったとき、お互いに頼り、頼られ
る関係づくりのために、ぜひ自治会にご加入をお願いします。

【自治会に加入するには？】
　・自治会に入りたい → お住まいの地域の自治会長へご連絡ください。
　・自治会長が分からない → 町総務課へお問い合わせください。

自治会に加入しましょう！

問総務課　撒（57）4114

自治会では主に次のような活動をしています。

１．災害に強いまちづくり
　　　…自主防災組織の結成、防災訓練等

２．安心して暮らせるまちづくり
　　　…子ども・高齢者の見守り、防犯灯の設置要望、防犯パトロール、
　　　　交通事故防止活動等

３．快適なまちづくり
　　　…地域内の道路・公園の清掃、ごみ集積所の維持管理等

４．ふれあいのまちづくり
　　　…運動会や夏祭りなどの住民同士の親睦・交流を図るためのイベントの開催等

５．情報の提供
　　　…広報紙や町からの連絡文書の配布・回覧等
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105 問生活環境課　撒（57）4246シリーズ　 野木町のごみ処理

　・ヒモで縛れないような小枝は「可燃ごみ」になります。

　・麻ヒモか紙ヒモで縛って「可燃ごみ集積所」に出して下さい。

　・ビニールヒモで縛ると回収できません。

◆木の枝・幹（太さ１０cm、長さ６０cm 以下）を切り束ねる。

　・枝についている葉はそのまま南部清掃センターへ搬入してください。

◆上記より大きな太さ２０cm、長さ２m 以下の剪定枝は「南部清掃センター」　

　に直接持ち込むことができます。

　・柿やミカン等水分を多く含む果実は外してください。ごみ分別は「生ごみ」です。

◆枝についているかしの実（どんぐり）や松ぼっくりの水分が少ないものは、　

　剪定枝と併せて持ち込み可能です。

！注意！ 次のようなものは、南部清掃センターに搬入できません。

　「可燃ごみ」として「中央清掃センター」へ持ち込みください。

　　　　・毒性のある植物→キョウチクトウ、ユズリハ、シキミ、あじさい、あせび、うるし等

　　　　・繊維質の多い植物→竹、笹、篠、シュロ、つるの木（藤、キウイ、ブドウ）等

　　　　・病害虫に侵された植物→松食い虫、赤星病、腐った樹木等

　　　　・落ち葉や草、根っこ等は可燃ごみになりますのでご注意ください。

キョウチクトウ ユズリハ シキミ

竹 笹 シュロ

剪定枝の出し方について（月２回収集）
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町からのお知らせ
２０２０

〈野木町役場〉 ０２８０（５７）４１１１代表　〈野木町公式ホームページ〉 http://www.town.nogi.lg.jp/

日 容 儡所 定対 申

※�町の事業の申込受付は、特に指定のない限り土・日曜日、祝日、年末年始を除く８時３０分～１７時１５分　　　
（「としょかん」「こどもひろば」「生涯学習」「スポーツ」「野木ホフマン館」「野木エニスホール」を除く）

１１

今月の納期���【国民健康保険税】第５期　【介護保険料】第５期

　　　　　　��【後期高齢者医療保険料】第５期　

～新型コロナウイルス感染症関連～
国民健康保険税の減免について
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が

減少した世帯は、町へ申請することにより、国民健

康保険税の減免を受けられる場合があります。

【対象となる世帯】

　下記に当てはまる場合は、国民健康保険税が減

　免になります。

１．新型コロナウイルス感染症により、主たる生

　　計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

２．新型コロナウイルス感染症の影響により、主 

　　たる生計維持者の事業収入等（事業収入、不

　　動産収入、山林収入又は給与収入）の減少が

　　見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯

〇主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減

　少額が前年の当該事業収入等の額の１０分の３

　以上であること。

〇主たる生計維持者の前年の合計所得金額が

　１,０００万円以下であること

〇主たる生計維持者の減少することが見込まれる

　事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計

　額が４００万円以下であること

【申請期間】

　令和３年３月３１日（水）まで

【その他】

　減免割合や申請書類の入手等、詳しくは町ホー

　ムページをご覧下さい。

　http://www.town.nogi.lg.jp/pagepage003040.

　html

問税務課　撒（５７）４１２２

～新型コロナウイルス感染症関連～
介護保険料の減免について
　新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の

要件を満たす方は、介護保険料が申請により減免

となります。

【減免の対象者】

１. 新型コロナウイルス感染症により、その属す

　　る世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤

　　な傷病を負った第１号被保険者

２. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主

　　たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林

　　収入または給与収入（以下「事業収入等」とい

　　う。）の減少が見込まれ、次の要件のすべてに

　　該当する第１号被保険者

〇事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事

　業収入等の額の１０分の３以上であること

〇減少することが見込まれる事業収入等に係る所

　得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下

　であること

【申請期間】

　令和３年３月３１日（水）まで

【その他】

　減免割合や申請書類の入手等、詳しくは町ホー

　ムページをご覧下さい。

　http://www.town.nogi.lg.jp/page/　　

　page003045.html

問健康福祉課　撒（５７）４１７３

　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載している事業・イベント等は、中止または日程が変更となる
　　場合がありますので、開催予定について各問合せ先へ事前にご確認くださいますようお願いします。
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Informati　n

～新型コロナウイルス感染症関連～
固定資産税の軽減について

【対象者】

　令和２年２月～１０月の任意の連続する３か月

　間の事業収入の前年同期比減少率が３０％以上

　である中小事業者等（※）

※常時使用する従業員の数が１,０００人以下の個人

※資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人

　及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員

　数が１,０００人以下の法人

【軽減対象】

　事業用家屋及び設備等償却資産に対する令和３

　年度固定資産税

【軽減率】

【申請期間】

　令和３年１月４日（月）～２月１日（月）

　（当日消印有効）

【申請方法】

１．申請書を町ホームページ又は町税務課で取得

　　してください。

２．認定経営革新等支援機関等（以下認定支援機

　　関）の確認を受けてください。

　　認定支援機関によって確認に時間がかかる場

　　合がございます。お早めの準備をお願いしま

　　す。

３．下記書類を町税務課まで提出してください。

〇申請書（認定支援機関の確認印が押されたもの）

〇収入減を証する書類（会計帳簿や青色申告決算

　書の写しなど）

〇特例対象家屋の事業用割合を示す書類（該当が

　ある場合、青色申告決算書の写しなど）

【認定支援機関について】

　認定を受けた税理士・会計士及び県中小企業団

　体中央会・商工会などが認定支援機関となって

　おります。対象認定支援機関など詳細について

　は、町又は中小企業庁ホームページで確認して

　ください。

問税務課　撒（５７）４１２３

令和２年度第２回緊急地震速報訓練

日１１月５日（木）１０時頃

容気象庁から訓練用緊急地震速報を配信します。

　この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラー

　ト）を活用し、Ｊアラートの受信確認や情報伝

　達手段の起動手順の確認を行うものです。

【防災無線放送内容例】

①チャイム音

②「こちらは、野木町役場です。只今から訓練放

　送を行います。」

③「緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。大地

　震です。これは訓練放送です。」×３回

④「こちらは、野木町役場です。これで訓練放送

　を終わります。」

⑤チャイム音

※訓練は、災害等が発生した場合又は発生が懸念

　される場合、中止する事があります。

問総務課　撒（５７）４１１２

水道水圧力低下のお知らせ

　思川浄水場の受変電設備法定点検のため、水道

水の圧力低下等が予想されます。ご理解、ご協力を

お願いします。

日１１月１２日（木）午前１時～午前５時

問上下水道課　撒（５７）４１９４

令和３年野木町成人式

日令和３年１月１０日（日）１０時～（受付９時２０分～）

所野木エニスホール

容式典・記念写真撮影

対平成１２年４月２日～平成１３年４月１日に生ま

　れた町在住者及び本町出身者

※案内状は、１２月上旬に届くよう発送します。

※現在、町外に住所を移されている新成人の方で

　参加を希望される場合は、１１月２６日（木）まで

　にご連絡願います。なお、連絡が遅れても参加で

　きます。

問生涯学習課　撒（５７）４１７７

令和２年２月～１０月の任意の連続する
３か月間の事業収入の前年同期比減少率

軽減率

３０％以上５０％未満 ２分の１

５０％以上減少 全額
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情報公開制度の運用状況

　令和２年４月～９月の情報公開制度の運用状況

は次のとおりです。

　この制度は、町政に対する理解と信頼を深め、町

政への町民参加を促進し、公正で開かれた町政を

実現するために町が保有する情報を請求に応じて

公開するものです。

※情報公開については、町ホームページをご覧く

　ださい。

　http://www.town.nogi.lg.jp/page/　　　　　

　page000033.html

【１.公開請求の件数及び処理状況】

※未決定件数とは、次回の集計期間に公開決定等

　を繰り越した件数をいいます。

※一件の請求に対し、複数の決定等が為される場

　合があるため、請求件数と処理件数は必ずしも

　一致しません。

【２.審査請求の状況】

　前回集計期間からの繰り越し分及び今回集計期

　間の審査請求はありません。

問総務課　撒（５７）４１１４

マイナンバーカード日曜交付のお知らせ

【持 参する物（必須）】

・カード交付の案内ハガキ

・通知カード

・本人確認書類 (運転免許証等)

【持 参する物（お持ちの方）】

・印鑑登録証

・住民基本台帳カード

日１１月２９日（日）９時～１２時

問住民課　撒（５７）４１２６

マイナンバーカードの有効期限を
ご確認ください
　マイナンバーカードを２０歳未満で作成した方

や、カードに電子証明書を搭載された方は、発行日

から５回目の誕生日で有効期限が終了します。

　有効期限満了が近い方で引き続きご利用を希

望される方は、住民課窓口にて更新手続きをして

ください。更新手続きは有効期限の３か月前から

行うことができます。更新対象の方には、Ｊ－ＬＩＳ

（地方公共団体情報システム機構）から更新手続き

の通知書が送付されます。

　なお、カードの期限はカードの券面、電子証明書

の期限は券面又はカード交付時にお渡しする電子

証明書の写しでご確認ください。

問住民課　撒（５７）４１２６

証明書自動交付機取扱い終了の　
お知らせ
　役場正面玄関に設置されている証明書自動交付

機は、機器本体の製造中止や補修部品の入手が困

難となりリース契約の更新ができないため、契約

期間の満了となる令和３年６月３０日をもって取

扱いを終了いたします。

　みなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解・

ご協力のほどよろしくお願いします。

問住民課　撒（５７）４１２６

請
求
件
数

今回の集計期間内の請求分 １１

前回の集計期間内の請求分で繰り越した件数 ０

公
開
件
数

全部公開件数 ４

部分公開件数 ６

非公開件数 ０

公文書不存在件数 ０

未決定件数 １

　　一人じゃないよ　みんな　そばにいるからね

南赤塚小学校　安
あ べ

部　あやの
（令和２年度人権啓発カレンダー掲載作品審査会での優秀作品から選出したものです）

人権標語
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ｅ－Ｔａｘの利用には電子証明書
の取得が必要です
　ｅ－Ｔａｘのオンライン手続きの利用には、マ

イナンバーカード（個人番号カード）に搭載されて

いる電子証明書（公的認証サービス）の取得が必要

です。

　マイナンバーカードは申請受付してからお渡し

まで約１か月かかります。必要な方は、余裕を持っ

てマイナンバーカードの申請手続きをしてくださ

い。

　なお、住民基本台帳カードの電子証明書の更新

は現在行っていません。住民基本台帳カードの電

子証明書の有効期限が切れた方は、マイナンバー

カードを申請してください。

問住民課　撒（５７）４１２６

健診結果説明会を実施します！

　健康診査の結果をご自身の健康づくりに活かし

ていただけるよう、健診結果票の見方や生活習慣

改善のポイントなどをお伝えする「健診結果説明

会」を開催します。

　町で健診を受けた方はもちろん人間ドック等の

結果票をお持ちの方もご参加いただけます。

　ぜひこの機会にご自身のからだや生活習慣を振

り返ってみませんか？

日１１月９日（月）１０時～（受付９時４５分～）

所野木町保健センター

容保健師・栄養士による集団指導

・健診結果（基本健診）の見方や生活習慣病等の説明

・バランスのよい食生活の説明等

対野木町在住在勤者

定３０名程度

【持ち物】

　筆記用具、健診等の結果票、室内用の履き物

申参加は事前予約制になります。下記連絡先まで

　お電話にてお申込みください。

問住民課　撒（５７）４１３６

令和２年度こども・妊婦の　　　　 
インフルエンザ予防接種助成について
　新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの

同時流行を防ぐため、インフルエンザ予防接種の

助成を行います。

【期間】

　令和３年２月２８日（日）まで（今年度限り）

【対象者】

・生後６か月～中学３年生の方

・妊婦の方

【助成額】

　２，９００円（上限）

【助成回数】

・生後６か月～１３歳未満の方･･･ ２回

・上記以外の対象者･･･ １回

【契約医療機関】

　野木町内の医療機関、小山地区医師会加入の医

　療機関

【助成方法】

　契約医療機関で接種する場合、医療機関に直接

　お申し込みください。予防接種費用から助成額

　を引いた金額を医療機関が助成対象者に請求し

　ます。

　年齢を確認できるもの、（妊婦の方は）母子手帳

　をお持ちください。

　やむを得ず契約医療機関以外で接種する場合は

　ご相談ください。

【野木町内実施医療機関】

問健康福祉課　撒（５７）４１７１

お知らせ

医療機関名 住所 電話番号

いなば内科クリニック 丸林５８３-３ （５７）０７７０

岩﨑医院 佐川野１８０６ （５６）０２８０

菊池クリニック 野渡２４５-２ （５７）２５１０

木村医院 野渡２７９７-３ （２３）２６１１

さくら診療所 野渡１０９７ （５４）５００４

鹿野クリニック 丸林４２１-９ （５７）００５６

寺内整形外科 友沼６５０７-１ （５７）９８１１

野木病院 友沼５３２０-２ （５７）１０１１

ゆりなメディカルパーク 丸林６６２-３ （５７）００００
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お知らせ

２０２０年度野木町障がい者　　　
優先調達推進方針を制定しました
　「国等による障害者就労施設等からの物品等の

調達の推進等に関する法律」に基づき、平成２６年

度から本町における障がい者優先調達推進方針を

制定しています。

　この法律は、障がい者就労施設等が提供する物

品及び役務の調達の推進を図り、障がい者の自立

の促進に資することを目的としています。

　制定内容については、町ホームページをご覧く

ださい。

問健康福祉課　撒（５７）４１９６

野木町総合サポートセンター　　
人材育成講座の開催について
日１１月２４日（火）１３時３０分～１５時

所ひまわり館多目的室１

対町在住在勤者

定２０名

【テーマ】

　「えんがおの活動内容から学ぶ～今求められて

　いる地域づくり～」

【講師】

　一般社団法人えんがお　

　代表理事　濱野　将行　氏

※「一般社団法人えんがお」とは

　地域の様々な人の力を活かして、高齢者の孤立

　化予防と解消ができる地域の仕組みを作り実践

　し、制度の狭間にいる地域の高齢者を支援して

　います。

申１１月２日（月）～２０日（金）

　電話又は直接ひまわり館へ

【その他】

　参加される方はマスクの着用、来館時の検温等

　にご協力いただきます。当日風邪症状等がある

　場合は参加をご遠慮ください。状況により講座

　の開催を中止する場合がございます。

問ひまわり館　撒０２８０（３３）６８７８

子育てサロン　おさがり会

　まだきれいだけど、大きくなって着られなく

なってしまった子ども用の服や靴、帽子などを、こ

れから必要となる方へ引き継ぐ「おさがりの輪」を

広げるために、ひまわり館で「おさがり会」を開催

します。

日１１月２０日（金）①１０時～１０時４５分　

　　　　　　　 ②１１時～１１時４５分

※事前予約が必要です。予約が無い方は参加でき 

　ません。

所ひまわり館　多目的室１

容子ども用の服・靴・帽子等の譲渡

対町在住・在勤者　定各回８名（入れ替え制）

儡無料

申１１月２日（月）～１４日（土）８時３０分～１７時１５分

※日曜・祝日を除く

〇当日、受付で検温を実施します。体調の優れない

　方は、参加をご遠慮いただく場合があります。

〇マスクの着用にご協力ください。

〇新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、

　中止となる場合がございます。

【出品のお願い】

　「おさがり会」開催にあたり、ご家庭で必要でな

　くなった子ども用の洋服等がございましたら、

　ひまわり館へお持ちください。

　「おさがりの輪」を広げるために、出品のご協力

　をお願いします。

〈出品物〉

　子どもの洋服（制服や体操着なども含む）、靴、

　帽子等で状態の良い物

〈募集期限〉

　１１月１４日（土）まで

※受付時間８時３０分～１６時３０分

〈お願い〉

・洗濯してから出品してください。

・出品された品物は、原則として返却しません。

・出品物に名前が書いてある場合は、消してから

　お持ちください。

・品物によっては、受取が出来ない場合がありま

　す。

問ひまわり館　撒０２８０（３３）６８７８
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Informati　n お知らせ

パブリックコメントの実施　　　
国土利用計画野木町計画（案）
　国土利用計画野木町計画（案）に対する皆様から

のご意見を募集いたします。

【募集期間】　　

　１１月１１日（水）～１２月１０日（木）

【閲覧方法】

　政策課窓口または町ホームページ

【提出方法】

　書面により窓口または郵送・ＦＡＸ・Ｅメール

　で提出先へ

【提出先】

　〒３２９－０１９５　野木町大字丸林５７１

　総合政策部　政策課　政策係　宛

　姉（５７）４１９０　死seisaku@town.nogi.lg.jp

※窓口での資料の閲覧・提出は８時３０分～１７時

　１５分（土・日・祝日は除く）

※お寄せいただいたご意見は、後日公表させてい

　ただきます。

【国土利用計画野木町計画とは？】

　野木町域における土地利用に関して必要な事項

　を定め、今後の土地利用の基本方向を示すもの。

　計画期間は令和３年度から令和７年度の５年間。

問政策課　撒（５７）４１０１

入札参加資格審査の申請受付　
（物品・役務）
　令和３・４年度に野木町が行う入札や見積りに

参加を希望される事業者の方は、入札参加資格審

査申請書を提出してください。

【提出書類】

　要項をご覧のうえ、必要書類を提出してくださ

　い。要項・様式等は、政策課で配布しているほか、

　町ホームページにも掲載しています。

【業種】　　

　物品・役務

【受付期間】

　１２月３日（木）～１７日（木）

　９時～１２時・１３時～１６時　※土・日は除く

【受付方法】

　政策課契約管財係に持参または郵送（特定記録・

　一般書留・簡易書留・レターパック）　　

※１２月１７日消印有効

【その他】

　「建設工事」・「測量・建設コンサルタント等」の

　申請受付は、令和３年１月中旬頃の予定です。

問政策課　撒（５７）４１１８

みそづくり講習会

　町内で生産された大豆・米を使用し、じっくり熟

成させます。来年の秋にはおいしい手作り味噌が

ご賞味いただけます。

【日時】

①１２月１日（火）、２日（水）、４日（金）　９時～

②１２月８日（火）、９日（水）、１１日（金）　９時～

所町農産物加工施設（友沼４９５２－１）

対町内在住の方で、３日間参加できる方

定各回とも先着１０名

儡５，０００円（材料費、保険料）

【持参する物】

　エプロン、三角巾、白タオル５枚、長靴（きれいに

　洗ったもの）、味噌を入れる樽（３０リットル位の

　もの）、マスク

申１１月１０日（火）～１３日（金）に参加費を添えて、

　本人が産業課へ。申込初日は整理券を配布予定

　です。（受付は８時３０分～１７時１５分）

問産業課　撒（５７）４１５１

ＴＯＷＮ- ＮＯＧＩ　　　　　　　
イルミネーション２０２０

　野木町冬の風物詩として定着した、「ＴＯＷＮ

－ＮＯＧＩイルミネーション２０２０」を１２月１日

（火）から実施いたします。

　期間中は、ＪＲ野木駅前東西ロータリーに「エ

ンジェル」、「ペガサス」、「ペンギン」等多数のオ

ブジェが登場するなど、東西併せて約８万球のＬ

ＥＤライトが冬の駅前を華やかに彩ります。

【点灯期間】

　１２月１日（火）～令和３年１月１４日（木）

【点灯時間】　

　日没後（１７時前後）～２４時

【点灯式】

　新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から

　中止します。

【その他】　　　

　野木ホフマン館においても、１２月 1 日 (火) ～

　２７日 (日)の間、イルミネーションを実施いた

　します。

【イルミネーション設置箇所】

　ＪＲ野木駅前東西ロータリー

※見学される際は、新型コロナウイルスの感染対

　策をし、密にならないよう注意してください。

問町観光協会（産業課内）　撒（５７）４１５３
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お知らせ

令和２年度「野木ブランド」　　　
認定品を募集します！
　野木町内の優れた地域資源や特産品等の付加価

値向上と、町のイメージアップ及び地域経済の活

性化を図ることを目的とした「野木ブランド認定

事業」を実施しております。

　「野木ブランド認定品」は、野木ブランド認定

マークを使用できるほか、町広報誌やホームペー

ジ、パンフレット等にて町内外に広く紹介をして

おります。

　今般、令和２年度の野木ブランド認定品を、次の

とおり募集いたします。

【応募条件】

（１）申請者は町税を完納していること。

（２）野木町を含む栃木県内で生産、製造又は加工

　　された商品（一次産品を含む。）であること。

（３）認定申請のためだけに特別に加工され、又は

　　製造されたものでないこと。

【応募方法】

　野木ブランド認定申請書を記入の上、申請商品

　の特徴等が把握できるパンフレット・写真等を

　添付し、産業課にご提出下さい。

※申請書等各種様式は、町ホームページにてダウ

　ンロードできる他、産業課で配布しています。

【応募期間】

　１２月１日（火）～令和３年１月２９日（金）

【応募から審査、認定までの流れ】

(１)申請書をもとに、１次審査（書類審査）を行い、

　　町民モニター審査による二次審査後、野木ブ   

　　ランド審議委員会において最終審査を行い、

　　その結果を受けて町長が認定を行います。

(２)町民モニター審査及び野木ブランド審議委員

　　会では、申請品の現物・見本等の提示をお願い

　　いたしますので、必要数をご用意いただきま

　　す。

(３)各審査は、令和３年３月を予定しています。実

　　施日など詳細は、後日通知します。

【野木ブランド認定品（令和２年１０月１日現在）】

　１７商品

※認定品の一覧は、町ホームページにて確認いた

　だけます。

　http://www.town.nogi.lg.jp/page/　　

　page001191.html

問産業課　撒（５７）４１５３

とちぎ応援プレミアムチケットの　　　
利用期間延長について
　栃木県では、新型コロナウイルスの感染拡大に

より、経営に大きな影響を受けつつも、新しい生

活様式に対応しながら、県内経済を支える方々を

支援するため「とちぎ応援プレミアムチケット」

を販売いたしました。（※とちぎ応援プレミアム

チケットは完売となりました。）

　この度、以下のとおりとちぎ応援プレミアムチ

ケットの利用期間等の延長が行われることとなり

ましたのでお知らせします。

【販売店募集期間】

　（変更前）令和２年 ９月３０日（水）まで

→（変更後）令和２年１１月３０日（月）まで

【チケット利用期間】

　（変更前）令和２年１０月３１日（土）まで

→（変更後）令和３年 １月３１日（日）まで

※チケットは、記載の有効期限にかかわらず、令和  

　３年１月３１日（日）まで、そのままで使用可能で

　す。

※５００円券が１２枚つづり

※詳細は下記ＱＲコードまたは栃木県ホームペー

　ジをご覧ください。

　https://tochigi-premium-ticket.jp/

問産業課　撒（５７）４１５３

「広報のぎ」に掲載する有料広告を募集します。

　モノクロ１段枠（横１７５㎜×縦４０㎜）１６,０００円／月

　モノクロ半段枠（横８５㎜×縦４０㎜）　８,０００円／月

　※この記事のサイズが「半段枠」です。

　※審査の結果、掲載できない場合があります

　※詳しいことはお問い合わせください。

問総務課撒（５７）４１３４

広　　告
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第一松原踏切拡幅工事に伴う　　
交通規制について
　第一松原踏切拡幅工事のため、交通規制を実施

させていただきます。規制期間中は終日、歩行者を

含め全面通行止めとなります。安全・安心のまちづ

くりに向け、ご理解ご協力をお願いいたします。

【工事名】

　第一松原踏切拡幅工事

【工事場所】

　野木町大字友沼地内（野木幼稚園前）

【交通規制の内容】

　終日全面通行止め

【通行止め期間】　　　

　１０月１日（木）０時～１１月３０日（月）２４時

〇通行止め期間中は中谷踏切、下坪踏切への迂回

　をお願いいたします。（位置図参照）

〇通行止め期間中、第一松原踏切に接する町道の    

　改良工事を併せて実施させていただきます。工  

　事期間中は町道部分の通行が出来ませんので迂

　回をお願いいたします。日程については町ホー

　ムページ及び工事箇所周辺に設置する看板にて

　お知らせいたします。

〇通行止め期間中、通学路の変更を行いますので、

　変更後の通学路を通行する際は児童・生徒等が

　安全に通行できるようご配慮をお願いいたしま

　す。

問都市整備課　撒（５７）４１６９

正しい犬の飼い方を知っていますか？

　あなたの飼っている犬がご近所から好かれるた

めに、ルールやマナーを守る「責任ある飼い主」

になりましょう。

【ルール】

・犬は登録と年１回の狂犬病予防注射が義務付け

　られています。

・ふんや尿の処理は適切に行いましょう。

・最期まで愛情と責任を持って飼いましょう。

・いつもリードなどにつないで飼いましょう。

【マナー】

・飼い主が誰か分かるようにしましょう。（鑑札を

　首輪につける）

・鳴き声で迷惑をかけないようにしましょう(鳴

　き声は人の感じ方に違いがあります。)

・むやみに子どもを増やさないために不妊、去勢

　手術を検討しましょう。

※しつけ方や動物に関する相談は、栃木県動物愛

　護指導センター（撒０２８-６８４-５４５８）までお問  

　合せください。

問生活環境課　撒（５７）４１３１

浄化槽の維持管理をお願いします

　浄化槽は、台所・トイレ・洗面所・風呂場など家庭

から出る汚れた水をきれいにして放流する生活排

水処理施設です。

　浄化槽は適切な維持管理を行わないと、放流水

の水質が悪化したり、悪臭が発生したりと、逆に生

活環境を悪くする原因となります。そのため、浄化

槽法により浄化槽の維持管理が義務付けられてい

ます。維持管理を行い浄化槽の機能が十分に発揮

できるようにしましょう。

問生活環境課　撒（５７）４１３１

　（一社）栃木県浄化槽協会　撒０２８（６３３）１６５０

お知らせ

維持管理 検査回数 実施内容 実施者

保守点検 年３～４回
運転状況や放流水の
確認、薬剤の補充等

保守点検業者

清掃 年１回以上 汚泥の引き抜き くみ取り業者

７条検査 １回
使用開始後３～８
か月目に実施

栃木県
浄化槽協会

１１条検査 年１回
水質検査・外観検査・
書類検査

栃木県浄化槽
協会または協会
指定の採水員
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１２月４日～１０日は「人権週間」です　
～人権週間特設相談～
　世界人権宣言が採択された昭和２３年１２月１０日

を記念して、毎年１２月４日から１２月１０日が「人

権週間」と定められています。

　この人権週間にちなみ、特設人権相談所を開設

します。女性・子ども・高齢者等の人権問題、近

隣トラブルなどでお困りの方はお気軽にご相談く

ださい。

　相談は、法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委

員がお受けします。

日１２月１日（火）９時～１２時

　（受付は１１時３０分まで）

所ひまわり館　多目的室２

※相談は秘密厳守となりますので、安心してご相

　談ください。

問生活環境課　撒（５７）４１３２

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間
　女性に対する配偶者・パートナー等からの暴力、

ストーカー行為、職場等におけるセクシュアル・

ハラスメントなど様々な相談について、期間中時

間を延長して女性の人権問題に詳しい法務局職員

または人権擁護委員がお受けします。

日１１月１２日（木）～１８日（水）８時３０分～１９時

※土・日は、１０時～１７時

【実施機関】

　栃木県人権擁護委員連合会

　宇都宮地方法務局

　撒０５７０（０７０）８１０（ナビダイヤル）

※相談は秘密厳守となりますので、安心してご相

　談ください。

問栃木県人権擁護委員連合会

　宇都宮地方法務局　人権擁護課

　撒０２８（６２３）０９２５

県南産業技術専門校｢技能講習｣　
の開催
日１２月３日(木)～４日(金)９時～１６時

【講座名】　技能検定準備講習（機械検査２級）

定１０名

儡５,０４０円

申各講座開催日の１０日前までに問合せ先へ

問栃木県立県南産業技術専門校

　撒０２８４（９１）０８０３

家畜（ペットも含む）を飼養されて
いる方への御案内
１.家畜を飼養されている方へ

　牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのし

　し、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほ

　ろほろ鳥及び七面鳥の所有者は毎年、家畜の飼

　養状況を県に報告する義務があります。新しく

　飼い始めた場合は速やかに県南家畜保健衛生所

　に御連絡ください。愛玩動物（ペット）として飼

　養する場合も報告が必要です。

２.豚・いのししを飼養されている方へ

　栃木県内で飼養されている豚（ミニブタ、マイ

　クロミニブタを含む）・いのししには、豚熱ワ

　クチン接種が義務付けられています（令和２年

　２月から開始）。

３.めん羊・山羊を飼養されている方へ

　１２か月齢以上で死亡又は神経症状等の異状を

　呈して死亡しためん羊・山羊・鹿（と畜は除く） 

　は伝達性海綿状脳症（ＴＳＥ）の検査が義務付け

　られています。

※詳細は県南家畜保健衛生所にお問合せください。

問栃木県県南家畜保健衛生所　

　撒０２８２（２７）３６１１

お知らせ
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宇都宮共同高等産業技術学校　　
（職業訓練校）令和３年度訓練生募集
【募集人員・訓練期間】

【対象】

　各学科に関連する事業所等に就職している方 

　で、雇用保険又は建設業の一人親方等の労災保

　険に加入している方（加入予定者も含む）

※再就職の準備中の方も入校可能。

※その他の入校希望者も相談に応じます。

【募集締切】

　令和３年３月1３日（土）

※受付は、火曜日～土曜日（１０時～１６時）

【特色】

　とちぎマイスター、宮のものづくり達人など、多

　彩な講師陣がマンツーマンで指導します。また、

　国家試験の２級技能検定( 建築設計科は非該 

　当)を受検する際、学科試験が免除されます。

【申込み】

　問合せ先に直接持参するか郵送してください。

　なお、入学願書や入学案内は学校にありますの

　で、お電話をいただければ郵送します。

問宇都宮共同高等産業技術学校

　撒０２８（６２２）１２７１

11 月は「標準営業約款普及登録促
進月間」です
標準営業約款とは？

　「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に

関する法律」で定められた消費者（利用者）擁護の

ための制度で、厚生労働大臣認可の約款に従って

営業することを登録した理容店、美容店、クリー

ニング店、めん類飲食店及び一般飲食店では、店

頭にＳマークを掲げています。

問（公財）栃木県生活衛生営業指導センター

　撒０２８（６２５）２６６０

　姉０２８（６２７）５１１４

令和３年・４年度小山広域保健衛生組合
入札参加者資格審査の申請について
　令和３年・４年度小山広域保健衛生組合入札参

加者資格審査の申請（建設工事・建設関連業務委

託・物品購入、業務委託等・回収資源）についてお

知らせします。

【受付期間】

　１１月９日（月）～２７日（金）必着

※土日祝日を除く

【提出方法】

　郵送（郵便書留）

※持参ではありませんのでご注意ください。

※小山広域保健衛生組合管内市町に本社又は支店

　等を有する方は持参による提出もできます。

【提出先】

　〒３２３－００４３　

　栃木県小山市大字塩沢６０４番地

　小山広域保健衛生組合　政策課　政策係　宛

【申請書類及び申請要領の入手方法】

　小山広域保健衛生組合政策課窓口（無料）又は小

　山広域保健衛生組合のホームページ（http://　

　www.city.oyama.tochigi.jp/site/kouiki/）に

　て入手できます。

　小山広域保健衛生組合 ⇒ 政策課 ⇒ 入札参加

　資格申請について

問小山広域保健衛生組合　政策課　政策係

　撒０２８５（２２）３２２８

１１月は「労働保険適用促進強化期間」
です

一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)
の加入手続きが必要です

　労働保険は、政府が管掌する強制保険であり、

労働者(パート・アルバイト含む )を一人でも雇用

していれば、原則として業種・規模の如何を問わ

ず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続

を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

問栃木労働基準監督署　労災課

　撒０２８２（８８）５４９９

学科 募集人員 訓練期間

畳　科

１０人 ２年建築設計科

広告美術科

厚生労働大臣認可
（標準・安全・衛生）
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野木ホフマン館・生涯学習

問野木ホフマン館　撒０２８０（３３）６６６７

○ 講座・教室の申込受付は月曜を除く９時～17 時

　　　歴史体験講座　　　　　　
　　　縄文時代の土偶を作ろう
　縄文時代と同じ方法での土偶作りを実施します。

土偶の形作りから焼き上げるまでの工程を体験し

ながら、当時の人々の生活や考え方を感じてみま

せんか。

日①１１月２２日(日)１４時～１６時

　②１月３１日(日)１４時～１６時

所野木ホフマン館研修室、野外

※野木ホフマン館研修室集合

【講師】

　栃木県埋蔵文化財センター職員

対町内外を問わず興味のある方

※小学生以上（小学３年生以下は保護者同伴）

※原則として２回とも参加できる方

定先着１２名　　

儡１人１００円（材料費）

申１１月 1日（日）～１５日（日）

　参加費を添えて直接ホフマン館へ

【その他】

　汚れてもよい服装でご参加ください。

　　　　歴史講座　　　　　　　　　　　
　　　    蒲生君平『山陵志』撰述の意義

―「前方後円」墳の名付け親の山陵研究―

　江戸時代の宇都宮藩の学者、蒲生君平は歴代天

皇の山陵を調査し、その成果をまとめた『山陵志』

の中で「前方後円墳」の名称を生み出しました。考

古学だけでなく幕末の尊王論にも影響を与えた君

平の研究とはどのようなものだったのかを学ぶ講

座を開催します。

日１２月６日（日）１４時～１６時

所野木ホフマン館研修室

対町内外を問わず興味のある方

【講師】

　阿部　邦男　氏

定先着２０名

儡無料

申１１月１０日（火）～２８日（土）

　電話または直接野木ホフマン館へ

野木ホフマン館 生涯学習
○ 講座・教室の申込受付は、月曜日・祝日を除く

　８時３０分～１７時

　　　パソコン初心者講座

　今年はワードで年賀状づくり、エクセルで会計

表作成など学習します。

日・容下記プログラム参照（全３回）

※内容は変更となる場合があります。

所野木町公民館　第４研修室

【講師】　のぎパソコンクラブ会員

対町内在住在勤者　定先着８名　

儡３００円（テキスト代）※ＵＳＢは各自持参

申１１月４日（水）～１１日（水）（月曜日を除く）

【主催】　野木町公民館

【協力】　のぎパソコンクラブ

申受講料を添えて町公民館へ

問町公民館　撒（５７）４１７７

　　　１２～１月英会話ラウンジ

日・容プログラム参照

※途中の入退出はご遠慮願います。

※内容は変更となる場合があります。

所町公民館　対町在住在勤者を優先

定各クラス１０名（１人１クラス）　儡無料

【講師】　マルガリータ・カドノ　氏

申１１月１２日（木）～１９日（木）町公民館へ来館にて

※１３日（金）からは電話申込み可能

問町公民館　撒（５７）４１７７

回 日時 内容

１
１１月１９日（木）
９時３０分～１２時

開講式　　
ワードの基礎・チラシの作成

２
１１月２６日（木）

９時３０分～１２時
年賀状の作成・イラスト挿入

３
１２月３日（木）
９時３０分～１２時

エクセルの基礎・会計表作成
閉講式

水
曜

クラス １２月 １月

９日 １６日 ２３日 １３日 ２０日 ２７日

初級者 ９時３０分～１０時３０分

中級者 １０時４５分～１１時４５分

金
曜

クラス １２月 １月

１１日 １８日 ２５日 １５日 ２２日 ２９日

初級者 ９時３０分～１０時３０分

中級者 １０時４５分～１１時４５分
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　　　いちご一会とちぎ国体　　　
　　　野木町ボランティア登録大募集
　いちご一会とちぎ国体野木町実行委員会では、

全国から参加される方々を温かくお迎えし、大会

運営・開催準備を支える「いちご一会とちぎ国体野

木町ボランティア」を募集します。

　中学生以上の方、ぜひスポーツの一大イベント

にボランティアとして参加しませんか。

　皆様のご登録をよろしくお願いいたします。

【活動内容例】

〈受付・案内〉　　

　選手・観客等の来場者受付、会場内外での案内、

　資料配布等

〈広報活動〉

　イベント等における大会等のＰＲ活動、国体ダ

　ンスの普及、記録写真や映像の撮影等

〈会場サービス〉

　休憩所におけるドリンクサービス、おもてなし

　等

〈弁当配布〉

　大会会場での弁当配布、空き箱の回収等

〈環境美化〉

　会場の美化、清掃活動、装飾物の維持管理等

〈交通整理〉

　競技会場周辺や駐車場における交通整理・誘導

　等、シャトルバス乗降整理

〈その他〉

　上記のほか、国体の運営等に関すること

【募集人数】

　３００名

【応募締切】

　令和３年３月３１日（水）

問生涯学習課　撒（５７）４１８７

　野木町は「ハンドボール」「バウンドテニス」の

　競技会場です。

○ 講座・教室の申込受付は、月曜日・祝日を除く

　８時３０分～１７時

○ 元気の出るスポーツクラブの受付は月曜日、

　土日祝日を除く９時～１７時

　　　第４２回野木町剣道　　　
　　　選手権大会
日１２月６日(日)８時３０分集合

所野木中学校　武道館

対町内在住在勤者及び町内道場登録者

【種目】　　　　

〈個人戦〉

〇一般男子の部　

〇壮年男子の部　

〇一般女子の部　

〇中学生男子の部　

〇中学生女子の部　

〇小学生１・２年生の部　

〇小学生３・４年生の部　

〇小学生５・６年生の部

儡１人１,０００円(町連盟登録者以外の方)

申１１月２６日(木)までに問合せ先へ（ＦＡＸも可）

問岩崎　統一　撒（５６）１２７４(１８時～２０時)

　　　　元気の出るスポーツクラブのぎ事業　
　　　　 第５回野木バウンドテニス親善交流大会
日１１月２２日(日)９時３０分～１６時３０分

所町体育センター

対県内のバウンドテニス経験者(大人・ジュニア)

定先着３０名

【種目】

　ＢＴラリー戦・交流戦

【参加費】（当日徴収）

〈クラブ会員〉　大人５００円　ジュニア３００円

〈非会員〉　　　大人７００円　ジュニア５００円

※保険代含む

【持ち物】

　運動のできる服装、マスク、体育館シューズ、

　タオル、飲み物、昼食、バウンドテニスラケット

申１１月１０日(火)までに問合せ先へ

問野木ＢＴＣジュニア　岡田　晶子

　撒０９０（４７２５）０９２８

スポーツ

スポーツ
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野木エニスホール

野木エニスホール・としょかん

問野木エニスホール　撒(５７)２０００

○ お問合せは、火曜日を除く８時３０分～１７時

　　　えにす寄席

　毎年恒例の「えにす寄席」。今年も春風亭柳橋師

匠(野木町観光大使)をはじめとした、豪華５名の

出演者が会場をにぎわせてくれます。

日１２月６日(日)開場１７時３０分　開演１８時

所野木エニスホール小ホール

【出演者】

　春風亭柳橋、一龍齋貞友、三笑亭可風、

　三遊亭遊かり、春風亭かけ橋

【春風亭柳橋】

・落語芸術協会副会長

・野木町観光大使

【一龍齋貞友】

「忍たま乱太郎」、「ちびま

る子ちゃん」などで声優と

しても活躍中！！

【入場料(特別料金)】～チケット好評発売中！～

　一般　２,０００円　

　高校生以下　５００円　

※時間を短くし、舞台と客席の間をアクリル板で

　仕切る等の対策を講じます。

※マスクの着用など咳エチケットにご協力くださ

　い。

問町立図書館　撒（５７）２８１１

○開館時間は、９時３０分～１８時

　貸出カードは３年毎に更新が必要です。更新の

際は身分証明書の呈示をお願いいたします。( 更

新時期になりましたら、カウンターでお知らせい

たします。なお、カードはそのまま使用します。)

※マスクの着用など咳エチケットにご協力くださ

　い。

※体調の優れない方のイベント等への参加はご遠

　慮ください。

　　　おはなし会

☆昔話の会

「子どものためのおはなし会」

―ノルウェーとロシアのおはなし―

日１１月８日（日）１５時～１５時３０分

【プログラム】

　「ホットケーキ」（おはなし）

　「おおきなかぶ」（絵本）他

対３歳位～小学生

☆ピノキオ

日１１月１０日(火)、１７日(火)、２４日(火) 

　１１時～１１時２０分 

容♪絵本よみきかせ♪紙芝居♪手あそび

対幼児

☆しゃぼんだま(図書館職員)

日１１月１４日(土)１１時～１１時３０分

容♪絵本よみきかせ♪工作等

対幼児～小学生

※会場は２階ホールです。

※対象は目安ですので、お気軽にご参加ください。

としょかん
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Informati　n としょかん

　　　移動図書館巡回日程

【友沼小学校】 

　１１月４日(水)１２時４０分～１３時２５分

【野木小学校】 

　１１月６日(金)１３時５分～１３時４５分

【新橋小学校】 

　１１月１０日(火)１３時５分～１３時５０分

【南赤塚小学校】 

　１１月１１日(水)１３時～１３時４０分

【佐川野小学校】 

　１１月１９日(木)１２時５５分～１３時２５分　　 
※日時は変更になる場合があります。

※新着図書案内は、図書館内に掲示してあります。 

　図書館ホームページ（資料検索→新着資料検索）

　でも確認できます。

　　　図書館読書サロン

～好きな作品について話し合いましょう～

　心を揺さぶられた本、楽しく読んだ本、考えさせ

られた本などを紹介しあい、読書の楽しさの輪を

広げましょう。

日１１月８日（日）１４時～１５時３０分

所図書館２階研修室

定１０名

【主催】　読書のまちづくり応援団

問松澤　撒０９０（７７３０）１９６６

　　　第１２回　　　　　　　　
　　　クリスマスおはなし会
日１２月１３日（日）①１０時３０分～１１時

　　　　　　　　　（１０時１５分開場）

　　　　　　　　②１３時３０分～１４時

　　　　　　　　　（１３時１５分開場）

所図書館２階ホール

対幼児～小学校低学年位

定各回先着２５名

申１２月６日（日）まで

　図書館カウンターまたは電話で受付

【プログラム】

・雪だるまのダンス

・ふしぎなへや

・エプロンシアター

・あわてんぼうのサンタクロース　など

※今年のクリスマスおはなし会は事前申込で参加

　者を募集いたします。

※①・②とも同じプログラムです。ご都合の良い

　時間をお申込ください。

【主催】　絵本の会

【後援】　野木町教育委員会

　　　　野木町立図書館

「広報のぎ」に掲載する有料広告を募集します

　モノクロ１段枠（横１７５㎜×縦４０㎜）１６,０００円／月　※この記事のサイズが「１段枠」です。
　モノクロ半段枠（横８５㎜×縦４０㎜）　８,０００円／月
　※審査の結果、掲載できない場合があります　
　※詳しいことはお問い合わせください

問　総務課（５７）４１３４

広　　告



　●新橋児童館
　　　　　　　　　　　　　問撒（５７）９１５５

興レッツ！ダンス

日１１月５日（木）、１２月３日（木）１０時３０分～１１時３０分

対幼児（１歳～６歳）と保護者　※人数制限あり要予約

【持ち物】動きやすい服装、飲み物

興乳児ぴよぴよ組　各回１０時３０分～１１時３０分

日１１月 ２日（月）Ｂａｂｙ Ｅｎｇｌｉｓｈ

　　　１６日（月）ベビービクス（ベビマ＆体操）

　　　３０日（月）クリスマス制作

対乳児（０歳）と保護者　※人数制限あり要予約

【持ち物】（１６日）動きやすい服装、飲み物、バスタオル

興幼児うさぎ組　各回１０時３０分～１１時３０分

日１１月１１日（水）粘土あそび

　　　１８日（水）レッツ！リトミック

　　　２５日（水）クリスマス制作

対幼児（１歳～６歳）と保護者　※人数制限あり要予約

興わらべうた「親子でわらべうたに親しみましょう」

日１１月９日（月）１０時３０分～１１時３０分

対乳幼児（０歳～６歳）と保護者　※人数制限あり要予約

興ママ’ｓクラブ「ロゼット作り」

日１１月１２日（木）１０時３０分～１１時３０分　儡５００円

対乳幼児（０歳～６歳）と保護者　※人数制限あり要予約

興おはなしランド「ふゆがくるまえに」

日１１月１３日（金）１０時３０分～１１時３０分　

対乳幼児（０歳～６歳）と保護者　※人数制限あり要予約

興からだ動かそ！～あたま動かそ？～

日１１月２２日（日）１４時～１５時　対小学生　

【持ち物】飲み物　※人数制限あり要予約

興Ｅｎｊｏｙ Ｅｎｇｌｉｓｈ 「Ａｎｉｍａｌ Ｓｏｎｇ」

日１１月２４日（火）１０時３０分～１１時３０分

対幼児（１歳～６歳）と保護者　※人数制限あり要予約

興Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃｌｕｂ 「園児のための英語」

日１１月２４日（火）１５時３０分～１６時３０分

対幼児（３歳～６歳）と保護者　※人数制限あり要予約

興お誕生会 (１１月生まれ）※誕生月の親子対象

日１１月２７日（金）１０時３０分～１１時３０分　※要予約

興季節のお部屋飾り作り

日１１月２８日（土）１４時～１５時

対小学生　※人数制限あり要予約

※予約はすべて１１月１日（日）からです。

・水分補給に水筒をご持参ください。

・館内では激しい運動はできないので、ご協力ください。

・感染予防のため、マスクを着用してお越し下さい。

　●あかつか児童センター
　　　　　　　　　　　　　問撒（５４）１４４０

興【幼児クラブ】よちよちカフェ　各回１０時３０分～１１時３０分

日１１月１２日（木）体操ともみじの制作 

　　　 ２６日（木）体操ともみじの制作 

対０～１歳児と保護者　

※人数制限あり要予約

興【幼児クラブ】ひよこぐみ　各回１０時３０分～１１時３０分

日１１月１０日（火）どんぐりモビール作り

　　　１７日（火）秋のリトミック　

対０～２歳児と保護者　※人数制限あり要予約

興【幼児クラブ】ちゅーりっぷぐみ　各回１０時３０分～１１時３０分

日１１月１３日（金）どんぐりモビール作り

　　　２０日（金）秋のリトミック　

対３～５歳児と保護者　

※人数制限あり要予約

興【あおぞら幼児クラブ】お散歩・落ち葉拾い・しゃぼん玉遊び　

日１１月１６日（月）１０時３０分～１１時３０分

所野木ホフマン館隣り「だいてばこ広場」（現地集合・解散）

対０～５歳児と保護者　

※人数制限あり要予約

興遊んで楽しい知育

日１１月３０日（月）１０時３０分～１１時３０分

対２歳以上の幼児と保護者　※人数制限あり要予約

興【幼児クラブ】ハッピーバースデー　

日開館日の１０時～１２時、１３時～１７時（イベント時を除く）

対幼児クラブに登録の１１月生まれの乳幼児と保護者

興げんキッズ～葉っぱのバッグ（親子でゲームと制作）～

日１１月２１日（土）１０時３０分～１１時３０分

対４歳以上の幼児と保護者　※人数制限あり要予約

興１２０％チャレンジ～タオル綱引き～

日１１月１１日（水）下校後～１６時３０分

対小学生

興将棋道場

日１１月２５日（水）１５時３０分～１６時３０分

対小学生

興やってみよう！～自由工作～

日１１月２０日（金）～２２（日）１４時～１７時　対全利用者

※申込みのあるイベントは１１月２日（月）から受付です。

　（先着順）

※料金・申込方法などの記載が無いものは、無料および申込不要です。

【１１月の休館日】３日（火)、４日（水）、２３日（月）

※この他にも、年齢に合わせたイベントを行っております。詳細は、野木町ホームページ又はおたよりをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、イベントを中止させていただく可能性があります。詳しくは問合せ先まで。
※申込みのあるイベントは、電話申込も可能となっております。定員になり次第、締め切らせていただきます。



（30）

町内の交通事故

9
月
累
計

件数 1

死者 0

傷者 1

2
年
累
計（
前
年
比
）

件数
（増減）

25
（-2）

死者
（増減）

0
（-3）

傷者
（増減）

25
（-2）

町内の犯罪発生件数

9
月
累
計

空き巣 0

自動車盗 0

車上ねらい 2

自転車盗 1

2
年
累
計（
前
年
比
）

空き巣
（増減）

6
（-1）

自動車盗
（増減）

0
（-3）

車上ねらい
（増減）

7
（1）

自転車盗
（増減）

7
（0）

町内の救急出動

9
月
累
計

出場
件数 71

搬送
人員 67

2
年
度
累
計（
前
年
度
比
）

出場
件数

（増減）

412
（-110）

搬送
人員

（増減）

380
（-112）

不審者情報、事故発生場所ホームページ

　 → http://www.machi-info.jp/machikado/police_pref_　
　　　　　　　　　　　　　tochigi/app/app_accident.html

野木町煉瓦窯を未来に残すために、
寄附金・募金を受け付けています

問野木ホフマン館撒（３３）６６６７

【ご協力いただいた寄附金・募金（９月末現在）】
　寄附金          １１,２６９,５０４円
　（内ふるさと納税　５,４３８,０００円）
　募　金         　１,３４７,１８３円
　今までの累計    １２,６１６,６８７円

　野木町煉瓦窯累計見学者数　　　７２,４４１人
　野木ホフマン館累計来館者数　 ２３２,８８６人

野木町煉瓦窯・ホフマン館の状況（９月末現在）

関東どまんなかサミット情報休載のお知らせ

　関東どまんなかサミット情報は、令和３年３月号まで休載させていただきます。

イベント中止のお知らせ

　下記イベントは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年は中止とさせていただきます。
　町民の皆様、毎年ご協力いただいている関係団体の皆様には、事情をご理解くださいますようよろし
くお願いいたします。

〇門松づくり教室　　　　　　〇野木町健康マラソン大会　　　　〇きらりフェスタ

 問生涯学習課　撒（５７）４１７７　 問生涯学習課　撒（５７）４１８７　　　問きらり館　撒０２８０（２３）１２３１

〇学校教育祭

 問こども教育課　撒（５７）４１８２

幼児ことばの教室の開催場所が変わりました！

　お子さんのことばの発育で気になる事がございましたら、お気軽にご相談ください。

日月曜日～金曜日　９時～１７時　※祝日等の場合は変更あり

対町在住の方
【指導員】
　言語聴覚士１名

申お電話にてお申込みください。
問こども教育課　撒（５７）４２０９
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健 の康 ぎタ ウ ン を 目 し指 て ５７ 問健康福祉課　撒（57）4171

★１１月のお風呂　温泉 《西那須野温泉大鷹の湯》

    …（男女露天風呂）１４日（土）・１５日(日)・２８日（土）・２９日（日）

★毎週金曜日　かわり湯…季節の湯

【開館時間】１０時～２０時　※酒類の持ち込み禁止

　　
※ゆ～らんどに入館する際に入場料が必要になります。

　都合により変更、臨時休館になる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

住所　野木町南赤塚１５１４
電話　０２８０（５７）０７５５
指定管理者　宮ビルサービス㈱
休館日　火曜日

ゆ～らんど（野木町健康センター）お知らせ

インフルエンザを予防しましょう

◆食事、運動などの生活習慣を見直しましょう

１．普段の食事を見直しましょう

２．普段から意識的に体を動かしましょう

３．禁煙をしましょう

４．飲酒は適量で

　毎年、多数のインフルエンザの感染者が発生しています。また、今年は新型コロナウイルス感染症

が流行しており、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症が同時に流行する恐れがあります。

　インフルエンザと新型コロナウイルス感染症は簡単には見分けることはできないため、同時に流

行することで医療現場には混乱が起き、適切な医療が提供できなくなる恐れがあります。

　ご自身を守るためにも、周囲の方を守るためにも、特にこの冬はイン
フルエンザの予防に取り組みましょう。

　インフルエンザの予防は新型コロナウイルス感染症の予防に
もつながります。

★予防行動の例

・インフルエンザ予防接種を受ける

・手洗い、うがい、咳エチケット

・手指やよく触るところの消毒

・十分な食事と睡眠

～ １１月は糖尿病予防・重症化防止月間です ～

◆年に１回は健診を受けましょう　　



（32）

空き家バンクリフォーム補助金
～リフォーム費用・家財処分費用を助成します～

◆リフォーム工事：費用の２分の１以内の額（限度額５０万円）

　　　　　　　　　　　・工事に要する費用が２０万円以上であること
　　　　　　　　　　　・１住宅につき１回限りの交付

◆家  財  処  分：費用の２分の１以内の額（限度額１０万円）

　　　　　　　　　　　・家財処分に要する費用が５万円以上であること

　　　　　　　　　　　・家財の処分の実施は一般廃棄物処理等の許可業者であること

　　　　　　　　　　　・１住宅につき１回限りの交付

※その他にも補助対象要件があります。詳しくは上記問い合わせ先へ

　「野木町空き家バンク」は利用可能な空き家の登録情報を公開し、空き家を売りたい・貸したい方と

買いたい・借りたい方とのマッチングを行うものです。

　媒介（仲介）は町と空き家バンクの協定を締結した公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会から選

ばれた宅地建物取引業者が契約交渉を行いますので安心してご利用できます。

　是非ご活用ください！物件登録・利用登録お待ちしております！

問未来開発課　撒（57）4178

～空き家の利活用を考えませんか？～
空き家バンクをご活用ください
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不動産無料相談会のお知らせ
不動産に関するさまざまな事柄についてのお悩みや疑問についての相談会を開催します。

　※事前予約制となります。

　※毎月偶数月の第二火曜日に開催予定です。

　　　　　開催日　　　１２月８日（火）　①９時～１０時　②１０時～１１時　③１１時～１２時

　　　　　会　場　　　野木町役場　　本館２階大会議室

　　　　　対象者　　　野木町在住者

　　　　　定　員　　　先着３組（※各回１組）

　　　　　相談員　　　栃木県宅地建物取引業協会県南支部理事

新型コロナウイルス感染症への対策について

　会場において、ビニールでの飛沫防止対策や換気などの対応を行います。

　３密に注意して開催いたしますが、お越しの際はマスクの着用や咳エチケットの徹底にご協力く

ださい。

「定住促進補助金」のご案内

　平成２７年４月１日～令和２年３月３１日に取得された住宅に対して交付しておりました補助金

を令和２年４月１日～令和７年３月３１日に取得される住宅に対しても助成いたします。

対象の方はぜひご活用ください。

　※該当対象要件に一部変更がございますのでご注意ください。

　※令和２年３月３１日までに住宅を取得された方につきましては、変更前の要件及び補助額とな

　　ります。

対 象

　・令和２年４月１日～令和７年３月３１日に取得された住宅

　　（ただし、建て替えにより取得した住宅は除く）

　・取得した住宅が建築基準法及び都市計画法の規定に適合していること

要 件

　①住宅を取得した時点で４０歳以下の方

　②転入又は転居により新たに専用住宅、併用住宅又はマンション等の区分所有建物を取得する方

　③住宅を取得し、取得から１年以内に入居し、かつその住宅に５年以上定住することを誓約した方

　④入居する世帯員（生計同一者）が２名以上の方

　⑤取得した住宅が共有名義であるときは、その代表の方

　⑥世帯員に町税等の滞納がない方

　　また、転入者は前住所地の市区町村税等の滞納がない方

基 本 額 　新築住宅：１０万円　　中古住宅：１０万円

加 算 額

　・申請者が転入者の場合：２万円加算

　　※再転入者は転出から１年以上経過していること

　・１８歳までのお子様がいる場合：３万円加算

補助金の申請方法と添付書類
　住宅を取得してから１年以内に、補助金交付申請書及び次の書類を提出してください。

　　①世帯全員が記載されている住民票謄本（続柄記載）

　　②定住誓約書

　　③建物登記簿の全部事項証明書の写し

　　④建物の平面図（間取図）及び住宅までの案内図

　　⑤町外からの転入者については、直近の住所地での完納証明書等

　　　（市区町村税等の滞納がないことを証明できる書類）

　　⑥登記の遅延（取得から登記までが年度をまたぎ、申請要件が変わる場合など）にあっては、

　　　物件の取得を確認できる書類

問未来開発課　撒（57）4178
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地域で守ろう！子どもの笑顔

11月は児童虐待防止推進月間です

　児童虐待相談件数は増加の一途をたどっており、町への虐待相談も年々増加傾向にあります。

　地域で虐待に気づき、子どもの笑顔を守りましょう。

○児童虐待ってどのようなこと？

　「虐待」とは親や保護者によってなされる子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為で

す。たとえ親の愛情から行われた「しつけ」であっても、子どもの安全が守られていない状態であれば「虐

待」になる可能性があります。

～虐待の４種類～

　【子ども】

・ちょっとしたことでひどく怯える。

・大人の顔色を過度にうかがう。

・表情が乏しい。

・感情のコントロールができず、急に爆発する。

・泣き声が聞こえる

・病気ではないのに低身長、低体重である　

・不自然な外傷 (傷、あざなど )がある

・給食をむさぼるように食べる　　

・身体を触れられたり、着替えを嫌がる　など

　【保護者】

・子どもの養育に関して拒否的、無関心

・家庭内が不衛生

・叱る声や怒鳴り声が聞こえる

・近所や地域で孤立している様子がある

・子どもの外傷や状況について説明できない、

　つじつまが合わない　など

〈身体的虐待〉

・殴る、蹴るなどの暴力

・戸外に閉め出す

・やけどを負わせる

・乳児を強く揺さぶる　　　　　　など

〈心理的虐待〉

・無視する　・拒否的態度をとる

・夫婦間の暴力 (DV)を見せる

・ほかの兄弟と差別する　

・言葉による脅かし、暴言　　　など

〈ネグレクト〉(養育の放棄・怠慢 )

・食事を与えない  ・学校に行かせない

・不潔な環境で生活させる

・病気やけが、虫歯の治療をしない

・子どもを残し外出する　　　　　など

〈性的虐待〉

・性行為を強要する

・性器や性交を見せる

・ポルノビデオを見せる　

・ポルノ写真の被写体にする　 など

問こども教育課　　撒（57）4138

　県南児童相談所　撒 0282（24）6121

　児童相談所全国共通ダイヤル

　　　　　　　　　撒 189（いちはやく）

※地域で気になったことがあったとき、子育てで困った
　ときには１人で抱え込まずに連絡・相談を！

※通報者の情報を知られることはありません。

周囲にこのような親子はいませんか？～虐待に気づくために～

虐待かな と思ったら
児童相談所全国共通ダイヤル

撒 １ ９８
いち くはや
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あなたのそばに暴力（ＤＶ）はありませんか？

【ＤＶに関する相談窓口】

◆とちぎ男女共同参画センター相談ルーム

◆生活環境課　人権・男女共同係

～１１月１２日から２５日は「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です～

【ＤＶには以下の形態があります】

◎身体的暴力…殴る・蹴る・突き飛ばす・物を投げる・首を絞める など

◎精神的暴力…大声で怒鳴る・無視する・生活費を渡さない・自尊心を傷つける・相手の行動を制限する など

◎性的暴力…性行為を強要する・避妊に協力しない・中絶を強要する など

【子どもがＤＶを目撃することは児童虐待にあたります】

　ＤＶのある家庭においては、たとえ子どもに暴力が及んでいなくても、ＤＶを目撃したりＤＶの雰囲

気を感じとることによって、感情表現や問題解決の手段として暴力を学習してしまうなど、子どもに悪

影響を及ぼします。

【デートＤＶをご存知ですか？】

　交際相手との間で起こる暴力のことを「デートＤＶ」と言います。男女間の交際が始まる若年層（高校

生や大学生など）においての暴力（ＤＶ）の増加が問題視されています。

　どんなに親密な関係にあっても、暴力は決して許される行為では
ありません。
　あなたのそばに暴力はありませんか？相談してみることで、ひと
りでは気づかなかった解決方法が見つかるかもしれません。ひとり
で悩まず、ご相談ください。

【ＤＶチェックシート】

□自分の思い通りにならないと怒る

□相手の希望を無視して、物事を決める

□相手が他の人と仲良くすると責める

□生活費を（少ししか）渡さない

□相手の行動や交友関係を何でも

　知りたがる

□携帯電話にたびたび連絡して

　行動をチェックする

※該当する項目があったら相手を支配し

　ようとしている表れです。自分や相手

　の態度や行動を見直しましょう。

※ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）とは、配偶者（内縁関係・元配偶者も含む）や恋人など親密な関

係にある人から振るわれる暴力のことです。

撒 028（665）8720

（平日 9:00～ 20:00、土日 9:00～ 16:00）

撒（57）4132（平日 8：30～ 17：15）
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団体名

◆活動内容

◆活動日

◆ひとこと

・町民活動等につきましては……問ボランティア支援センターきらり館　撒（23）1231

　保護司と共に犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える「社
会を明るくする運動」を行っています。また、女性会として、
小学１年生とチューリップの球根植え付けや小山警察署、野
木交番、佐川野駐在所にチューリップの球根を届け、春には
笑顔の花がいっぱいになります。
　中学２年生には立志式に愛の鈴と絵手紙で祝福しました。
　他には県の研修会参加や、新型コロナ対策としてマスクを
作り、公共施設等に配布しました。

　不定期（月１０回程度）

　これからも更生保護の心を広め、楽しく、仲良く、元気良く、活動の輪を大きくしたいです。

より良い地域づくりのため活動をしている団体を紹介します

◆活動場所　町内及び県内各地

◆会員数

野木町更生保護女性会

　３０名

　

　

 

に
目
を
移
す
と
筑
波
山
、
さ
ら
に
南
に

目
を
転
じ
る
と
富
士
山
と
、
朝
日
に
輝

く
山
々
、
春
の
緑
豊
か
な
大
地
、
秋
の

夕
日
で
黄
金
色
に
輝
く
豊
穣
な
大
地
等
、

四
季
を
通
し
て
素
晴
ら
し
い
景
色
で
す
。

　
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
出
張
時
の
空
か

ら
見
る
野
木
町
周
辺
の
景
色
も
楽
し
み

で
し
た
。
往
路
は
、
席
を
必
ず
左
の
窓

側
に
し
た
も
の
で
す
。
離
陸
し
て
間
も

な
く
眼
下
に
「
ハ
ー
ト
形
の
池
」
が
見

え
て
き
ま
す
。
あ
あ
、
野
木
町
に
住
ん

で
よ
か
っ
た
な
と
思
う
瞬
間
で
す
。

　
国
鉄（
現
Ｊ
Ｒ
）
東
北
本
線（
宇
都
宮

線
）
の
開
通
は
明
治
18
年
、
開
通
時
、

野
木
駅
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
栗
橋

の
鉄
橋
を
渡
り
古
河
の
次
は
小
山
、
石

橋
、
宇
都
宮
駅
の
順
で
し
た
。
当
時
の

野
木
村
民
は
駅
の
無
い
不
便
さ
を
痛
感

し
た
で
し
ょ
う
ね
。

　
国
鉄
駅
設
置
は
野
木
村
の
発
展
の
た

め
に
は
不
可
欠
と
の
観
点
か
ら
、
村
長

以
下
「
野
木
駅
」
設
置
に
向
け
大
変
尽

力
を
さ
れ
、
昭
和
36
年
７
月
に
駅
設
置

が
認
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
昭
和
38
年

１
月
１
日
、
野
木
村
は
、
町
制
を
施
行

し
「
野
木
町
」
と
し
て
新
し
い
歩
み
を

始
め
、同
年
２
月
16
日
に
は
「
野
木
駅
」

が
開
設
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　
私
は
、
野
木
町
の
町
制
施
行
か
ら
13

年
目
に
野
木
町
に
移
り
住
み
ま
し
た
が
、

も
し
野
木
駅
が
無
か
っ
た
ら
こ
の
町
に

は
住
ん
で
い
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
う
と

感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

素
晴
ら
し
い
野
木
町
に
住
ん
で

                 

広
報
連
絡
委
員 

              

　  

　
渡
邊
　
孝
善

　
野
木
町
に
移
り
住
ん
で
約
45
年
に
な

り
ま
す
が
、
こ
の
間
町
の
姿
は
大
き
く

変
貌
し
ま
し
た
。
住
ん
だ
当
初
は
、
現

在
の
ロ
ー
ズ
タ
ウ
ン
は
造
成
さ
れ
て
お

ら
ず
、
そ
の
エ
リ
ア
は
夏
に
は
カ
エ
ル

の
声
が
煩
い
ほ
ど
聞
こ
え
て
く
る
広
大

な
湿
地
帯
が
殆
ど
を
占
め
て
い
ま
し
た
。

　
当
時
、
家
か
ら
駅
ま
で
は
徒
歩
で
し

た
が
、
道
路
は
一
部
舗
装
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
雨
の
日
は
靴
が
泥
だ

ら
け
に
な
り
、
通
勤
時
に
苦
労
し
た
こ

と
が
懐
か
し
い
思
い
出
で
す
。

　
数
年
後
、
現
在
の
地
に
移
り
ま
し
た

が
、
駅
東
の
信
用
金
庫
の
南
側
は
今
で

は
考
え
ら
れ
な
い
一
面
の
鬱
蒼
と
し
た

林
で
、
男
で
も
帰
宅
時
は
少
し
不
安
を

感
じ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
今
で
は
町
の
街
灯
整
備
や
ド
ラ
ッ
グ

ス
ト
ア
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
、
コ
ン

ビ
ニ
等
の
明
か
り
で
夜
で
も
安
心
な
明

る
い
通
り
に
な
り
ま
し
た
。

　
平
成
８
年
に
松
原
大
橋
が
完
成
し
ま

し
た
。
そ
れ
以
来
、
私
の
運
動
コ
ー
ス

の
一
つ
に
な
り
ま
し
た
が
、
冬
の
澄
ん

だ
空
気
の
中
で
橋
の
上
か
ら
眺
め
る
風

景
が
特
に
好
き
で
す
。
北
に
は
男
体
山

の
雄
姿
と
日
光
連
山
、
那
須
連
山
、
東

広報連絡委員レポート呉４１４

　みなさんも楽しく、元気に町民活動、ボランティア活動に取り組んでみませんか。
　ご興味のある方は、ボランティア支援センターきらり館まで、お気軽にお問い合わせください。

町民活動とは、営利を目的とせ
ず、社会的な課題の解決に向け
て町民が主体となって行う社会
貢献活動のことです。

・当団体のことにつきましては…問伏木　ミサ子　撒（55）0093

町 民 活 動 団 体 紹 介 19
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「
南
赤
塚
小
学
校
で
の
好
き
な

と
こ
ろ
」

　
南
赤
塚
小
学
校
の
中
で
、
好

き
な
と
こ
ろ
を
き
い
て
み
ま
し

た
。

　
　
　
　
一
年 

　
岡お

か
や
す安 

　
司

つ
か
さ

　
ぼ
く
は
、
と
し
ょ
し
つ
が
す

き
で
す
。
ど
う
し
て
か
と
い
う

と
、
本
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
す

き
な
本
を
え
ら
べ
る
か
ら
で
す
。

　
　
　
　
一
年

　
廣ひ

ろ

せ瀬
　
瑠る

い生

　
ぼ
く
は
、
学
校
の
先
生
が
好

き
で
す
。
べ
ん
き
ょ
う
を
お
し

え
て
く
れ
る
か
ら
で
す
。
い
つ

も
、
先
生
の
や
く
に
立
ち
た
い

と
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
二
年
　
新に

い
つ
ま妻

　
大そ

ら空

　
南
赤
つ
か
小
学
校
の
き
ゅ
う

食
は
と
て
も
お
い
し
い
で
す
。

　
ぼ
く
が
す
き
な
き
ゅ
う
食
は
、

カ
レ
ー
と
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
と
あ

げ
パ
ン
で
す
。
ぼ
く
は
き
ゅ
う

食
を
の
こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
も
っ
と
も
っ
と
き
ゅ
う

食
を
い
っ
ぱ
い
食
べ
た
い
で
す
。

　
　
　
　
　
二
年
　
上う

え
す
ぎ杉

　
颯

は
や
て

　
南
赤
つ
か
小
の
す
き
な
と
こ

ろ
は
、
ゆ
う
ぐ
が
い
っ
ぱ
い
あ

る
と
こ
ろ
で
す
。
と
く
に
す
き

な
ゆ
う
ぐ
は
つ
き
山
で
す
。
校

て
い
で
走
る
の
も
す
き
で
す
。

　
雨
が
ふ
っ
て
い
る
時
は
、
休

み
時
間
に
お
絵
か
き
す
る
の
も

大
す
き
で
す
。
ぼ
く
は
、
南
赤

つ
か
小
の
一
日
が
と
っ
て
も
大

す
き
で
す
。

　
　
　
　
二
年
　
吉よ

し

だ田
　
汐せ

な那

　
南
赤
つ
か
小
学
校
の
先
生
は
、

分
か
ら
な
い
お
べ
ん
き
ょ
う
を

や
さ
し
く
教
え
て
く
れ
ま
す
。

　
友
だ
ち
は
、
わ
た
し
が
お
ち

こ
ん
だ
時
に
は
、
は
げ
ま
し
て

く
れ
ま
す
。

　
わ
た
し
は
、
先
生
や
友
だ
ち

が
に
こ
に
こ
し
て
い
る
、
南
赤

つ
か
小
学
校
が
大
す
き
で
す
。

　
　
　
　
三
年
　
眞ま

せ瀨
　
蘭ら

ん
ま
る丸

　
南
赤
つ
か
小
の
す
き
な
と
こ

ろ
は
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
が
仕

事
を
わ
す
れ
ず
に
や
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
せ
い
そ

う
の
時
間
に
、
い
ろ
い
ろ
な
学

年
の
人
が
自
分
の
た
ん
当
場
所

を
さ
い
後
ま
で
き
れ
い
に
そ
う

じ
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
す
き
で

す
。
そ
ん
な
南
赤
つ
か
小
が
す

て
き
で
す
。

　
　
　
　
三
年
　
松ま

つ
も
と本

　
悠ゆ

う

き貴

　
ぼ
く
が
南
赤
つ
か
小
で
す
き

な
場
所
は
、
教
室
で
す
。
友
だ

ち
と
教
室
で
遊
ん
だ
り
、
い
っ

ぱ
い
話
を
し
た
り
し
て
楽
し
い

か
ら
で
す
。
今
ま
で
の
ク
ラ
ス

も
楽
し
か
っ
た
け
れ
ど
、
も
っ

と
こ
の
教
室
で
友
だ
ち
と
な
か

よ
く
し
た
い
で
す
。
こ
の
教
室

が
大
す
き
で
す
。

　
　
　
　
　
四
年
　
鈴す

ず

き木
　
遼

り
ょ
う

　
ぼ
く
は
、
南
赤
つ
か
小
の
校

庭
で
休
み
時
間
に
お
に
ご
っ
こ

を
す
る
こ
と
が
好
き
で
す
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
友
達
に
す
ぐ

に
つ
か
ま
っ
て
も
、
走
っ
て
に

げ
る
時
も
ど
ち
ら
も
楽
し
い
か

ら
で
す
。
ぼ
く
は
、
南
赤
つ
か

小
に
い
て
幸
せ
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
楽
し
い
こ
と
が
で
き
る

と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
四
年
　
田た

む

ら村
　
健け

ん

ご悟

　
ぼ
く
の
南
赤
つ
か
小
で
の
好

き
な
遊
び
は
、
鬼
ご
っ
こ
で
す
。

速
い
人
が
鬼
に
な
る
と
、
に
げ

る
時
に
走
る
練
習
に
な
り
ま
す
。

足
の
速
い
友
だ
ち
に
つ
か
ま
ら

ず
に
、
速
く
走
れ
る
よ
う
に
が

ん
ば
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
鬼

ご
っ
こ
で
楽
し
く
体
を
き
た
え

ら
れ
ま
す
。

　
　
　
　
五
年
　
渡わ

た
な
べ邉

　
柚ゆ

ず

き希

　
わ
た
し
の
好
き
な
場
所
は
、

図
書
室
で
す
。
ど
う
し
て
か
と

言
う
と
、
今
ま
で
出
会
っ
た
こ

と
の
な
い
本
や
興
味
の
わ
く
本

な
ど
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
か
ら
で

す
。
国
語
の
学
習
に
ぴ
っ
た
り

な
本
も
あ
り
ま
す
。
司
書
の
先

生
や
友
達
と
探
し
ま
す
。
新
し

く
入
っ
て
く
る
本
も
毎
回
楽
し

み
に
待
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
五
年
　
山や

ま
ぐ
ち口

　
り
さ

　
私
は
、
み
ん
な
が
い
る
教
室

が
好
き
で
す
。
理
由
は
、
生
活

す
る
の
に
慣
れ
て
い
て
安
心
で

き
て
落
ち
着
く
か
ら
で
す
。

　
楽
し
い
！
に
ぎ
や
か
！
お
も

し
ろ
い
！
そ
う
い
う
場
所
が
一

番
居
心
地
が
よ
く
楽
し
い
と
こ

ろ
な
の
で
、
私
は
、
教
室
が
好

き
で
す
。

　
　
　
　
六
年
　
山や

ま
も
と本

　
凌り

ょ
う
ま麻

　
南
赤
塚
小
の
好
き
な
と
こ
ろ

は
、
み
ん
な
が
元
気
に
明
る
い

あ
い
さ
つ
が
で
き
る
と
こ
ろ
で

す
。
ろ
う
下
で
先
生
や
お
客
さ

ん
に
会
う
と
、
元
気
な
声
で
あ

い
さ
つ
を
し
ま
す
。
す
る
と
、

相
手
の
人
も
笑
顔
で
あ
い
さ
つ

を
返
し
て
く
れ
ま
す
。
と
て
も

良
い
気
持
ち
に
な
り
、
う
れ
し

い
で
す
。

　
　
　
　
六
年
　
須す

だ田
　
彩あ

や

み心

　
私
が
南
赤
塚
小
で
好
き
な
と

こ
ろ
は
、
給
食
で
す
。
い
つ
も
、

休
み
時
間
や
授
業
中
に
給
食
の

に
お
い
が
し
た
と
き
に
、
友
達

と
「
今
日
の
給
食
何
だ
ろ
う

ね
。」と
話
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
ん
立
表
を
友
達
と
見
る
時
も

と
て
も
楽
し
み
で
す
。
こ
れ
か

ら
も
、
南
赤
塚
小
の
お
い
し
い

給
食
を
楽
し
み
に
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
　
　
六
年

　
黒く

ろ
か
わ川

　
な
つ
き

　
私
が
南
赤
塚
小
で
好
き
な
と

こ
ろ
は
、
図
書
室
で
す
。
静
か

な
所
で
好
き
な
本
を
読
む
こ
と

が
、
と
て
も
楽
し
い
で
す
。
そ

れ
に
本
を
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、

知
識
も
た
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
知
識
を
学
習
や
生
活
の
中

で
生
か
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
だ
か
ら
私
は
、
図
書
室
が
好

き
で
す
。
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相談コーナー
名　称 日　時 場所等 内容・対象 相談員 問い合わせ先

総合相談
月～土曜日
８時３０分～１７時１５分

ひまわり館
健康・福祉及び子
育てなど

社会福祉士
保健師
保育士

ひまわり館
(町総合サポートセンター）

撒（３３）６８７８

心配ごと相談
１１月４日（水）
１０時～１２時

ホープ館
日頃の悩みなど日
常生活について

民生児童委員
保護司
人権擁護委員

町社会福祉協議会
撒（５７）３１００

野木町地域包括
支援センター

月～金曜日
８時３０分～１７時１５分
（緊急時は上記以外でも）

【本センター】
ひまわり館

【サブセンター】
ホープ館

高齢者についての
介護相談・総合的
な相談

保健師
社会福祉士
介護支援専門員

本センター
撒（５７）２４００
サブセンター
撒（２３）２２００

こころの相談
１１月１６日（月）（要予約）
１０時～１２時

町保健センター メンタルヘルス相談 心理士
健康福祉課
撒（５７）４１７１

よりそい 
ホットライン

２４時間いつでも
電話相談
撒０１２０（２７９）３３８

生活の困窮、心の悩み、
暴力被害、仕事、自殺
念慮などの幅広い悩み

相談員
一般社団法人社会的包
摂サポートセンター
死 admin@279338.jp

いのちの電話
３６５日２４時間
（毎月１０日はフリーダイ
ヤル実施日）

【電話相談】
○３６５日２４時間
撒０２８(６４３)７８３０
○毎月１０日 (フリーダ
イヤル実施日）
撒０１２０（７８３）５５６

自殺予防相談 相談員
栃木いのちの
電話事務局
撒０２８（６２２）７９７０

子育てサロン

１１月１６日（月）
１０時～１２時

新橋児童館 子育てについて
児童館職員、子育てサロ
ンボランティアえくぼ

新橋児童館
撒（５７）９１５５

１１月９日（月）
１０時～１２時

あかつか児童センター 子育てについて
センター職員、子育てサ
ロンボランティアえくぼ

あかつか児童センター
撒（５４）１４４０

健康相談
毎週水曜日（要予約）
午前中

町保健センター
健診結果や健康に
ついて

保健師
栄養士

健康福祉課
撒（５７）４１７１

幼児ことばの
教室

月～金曜日（祝日を除く）
９時～１２時、１３時～１７時

幼児ことばの教室
（ひまわり館）
（窓口：こども教育課）

ことばの発育で気
になる事など

言語聴覚士
幼児ことばの教室
撒（５７）４２０９

教育相談
月～金曜日（祝日を除く）
９時～１２時、１３時～１７時

こども教育課
児童生徒・保護者の方の
悩み、教育に関する相談

相談員
こども教育課
撒（５７）４２０９

あすなろ教育
相談

月～金曜日（祝日を除く）
９時～１２時、１３時～１５時

あすなろ教室相談室
（町武道館裏）

不登校に関する相
談

相談員
あすなろ教育相談室
撒（５７）４１８９

野木町障がい
者虐待防止セ
ンター

（来所）月～金曜日
　　　（祝日を除く）
　　　８時３０分～１７時１５分
（電話）随時

○来所
　町保健センター
○電話相談
　（平日）（５７）４１９６
　（休日・夜間）
　０９０（３２４６）２２６０

障がい者の虐待に
ついての相談・通報

町職員
健康福祉課
撒（５７）４１９６

障がい者相談

月～金曜日
８時３０分～１７時１５分

ひまわり館
障がいのある方、発達
に障がいのあるお子さ
んとその家族など

相談支援専門員
ライフサポート
センターゆめ
撒（３３）６９５１

月～金曜日
１０時～１７時

NPO法人みらい
（丸林 371-12）

障がいのある方、発達
に障がいのあるお子さ
んとその家族など

相談支援専門員
NPO 法人みらい
撒（５７）２６７３

パソコンサロン

１１月１２日（木）
１３時３０分～１５時３０分
１１月２１日（土）
９時３０分～１１時３０分

町公民館
パソコン初心者対
象の相談室

パソコンサロン会員
町公民館
撒（５７）４１７７

交通事故巡回相談
毎月第２・第４火曜日
１０時～１１時２０分
１３時～１４時２０分

小山市役所
市民相談室
（市役所地下）

交通事故での損害賠
償や示談交渉など

交通事故相談員
県民プラザ
撒０２８（６２３）２１８８

不動産無料相談

毎月２３日（土日祝に重
なる場合はその前日）
１３時３０分～１６時３０分
（要予約）

（公社）栃木県宅地建
物取引業協会県南支部

（栃木市大宮町2617-15）

土地・建物など不動
産取引に関する相談

（公社）宅地建物取引
業協会の相談員

（公社）栃木県宅地建物
取引業協会県南支部
撒０２８２（２７）９０８８
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名　称 日　時 場所等 内容・対象 相談員 問い合わせ先

人権・行政
合同相談

１１月１１日（水）
９時～１２時
【受付は 11:30 まで】

ひまわり館
・人権に関する相談
・行政の仕事に関す
る意見、要望、相談

人権擁護委員
行政相談委員

生活環境課
撒（５７）４１３２　

みんなの
人権１１０番

平日
８時３０分～１７時１５分

電話相談
撒０５７０（００３）１１０

人権問題について
の相談

（差別や虐待、パ
ワハラ、嫌がらせ、
いじめなど）

相談員
宇都宮地方法務局
撒０５７０(００３）１１０

女性の人権
ホットライン

平日
８時３０分～１７時１５分

電話相談
撒０５７０（０７０）８１０
　　　（全国共通）

夫・パートナーか
らの暴力やストー
カー行為、女性に
対する差別など、
女性をめぐる様々
な相談

相談員
宇都宮地方法務局
撒０５７０(００３)１１０

子どもの人権
１１０番

平日
８時３０分～１７時１５分

電話相談
撒０１２０（００７）１１０

（全国共通・通話料無料）

いじめや体罰、虐待
など、子どもの人権
問題に関する相談

相談員
宇都宮地方法務局
撒０５７０(００３)１１０

ＤＶ相談
月～金曜日（祝日を除く）
８時３０分～１７時１５分

町生活環境課

配偶者・パートナー
からの身体的、精
神的、性的などの
暴力に対する相談

町職員
生活環境課
撒（５７）４１３２

児童虐待相談

月～金曜日（祝日を除く）
８時３０分～１７時１５分

こども教育課
撒０２８０（５７）４１３８

児童虐待について
の相談・通告

町職員
相談員

こども教育課
撒（５７）４１３８

２４時間いつでも

（休日・夜間）
児童相談所全国共通
ダイヤル
撒１８９（いちはやく）

行政書士専門
相談

１１月２５日（水）
１０時～１２時

ホープ館

相続や遺言、農地転
用、開発行為など
・予約制
・ 随時受付
　（先着４名）

行政書士
行政書士会小山支部
撒０８０（８７２０）９５８７

法 律

（ 弁 護 士 ） 

相 談

１１月１９日（木）要予約
１０時～１２時
【１２月の開催日】
１２月１７日（木）１０時～１２時
（１１月２０日（金）～予約受付）

ホープ館

財産・扶養・土地・金銭
貸借・賠償・離婚など
の問題に関する相談
・原則年度内に２回まで

弁護士
町社会福祉協議会
撒（５７）３１００

法テラス栃木
平日９時～２１時
土曜９時～１７時

法テラス栃木
（サポートダイヤル）
撒０５７０－０７８３７４

法的な困りごと 相談員
法テラス栃木
撒０５０（３３８３）５３９５

栃木県司法書
士会総合相談
センター

【小山会場】
毎月第３土曜日（要予約）
１０時～１５時

【小山会場】

小山商工会議所

１階談話室

不動産関係、会社
関連、裁判所手続
関連、成年後見関
連の相談、供託、
消費者金融会社等
の借金整理

司法書士
司法書士会
撒０２８（６１４）１１２２

行政書士電話
相談センター

月～金曜日（祝日を除く）
９時～１７時

電話相談
撒０２８（６３８）０９１９

成年後見・相続・遺
言・契約書・許認可

行政書士
行政書士会
撒０２８(６３８)０９１９

消費生活相談
月～金曜日
９時～１２時
１３時～１６時

町産業課内
消費生活センター

契約や取引に関す
る消費者トラブル

相談員
町消費生活センター
撒（２３）１３３３

借金で悩んで
いませんか

平日
８時３０分～１２時
１３時～１７時

電話または面談
撒０２８（６３３）６２９４

専門の相談員が丁寧
にお話を伺います

相談員
財務省関東財務局
宇都宮財務事務所
撒０２８（６３３）６２９４

　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載している事業は、中止または日程が変更となる場合があり
　　ますので、開催予定について各問合せ先へ事前にご確認くださいますようお願いいたします。
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日
旧
友
に
手
紙
を
書
き
ま
し
た
ら
心
温
ま

る
返
事
が
来
て
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

　
メ
ー
ル
も
現
在
進
行
形
で
や
り
取
り
で

き
ま
す
し
、電
話
で
は
声
が
聴
け
る
、等
々

工
夫
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ご
不
便
は

多
々
あ
る
と
思
い
ま
す
が
乗
り
越
え
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　
世
界
中
で
コ
ロ
ナ
シ
ョ
ッ
ク
が
も
た
ら

し
た
影
響
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
が
、
同
じ

時
代
を
生
き
て
い
く
人
同
士
、
工
夫
し

合
っ
て
こ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

　
不
安
を
共
に
し
た
か
ら
こ
そ
、
き
っ
と

私
た
ち
は
新
し
く
強
い
絆
で
つ
な
が
っ
て

い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。
皆
様
と
と
も
に
コ
ロ
ナ
禍
に
負
け
る

こ
と
な
く
コ
ロ
ナ
の
時
代
を
乗
り
越
え
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
な
お
野
木
町
で
は
、
10
月
１
日
よ
り
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
助
成
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
対
象
者
は
、
生
後
６
か

月
か
ら
中
学
３
年
生
ま
で
の
方
、
妊
婦
の

方
、
65
歳
以
上
の
方
及
び
60
歳
か
ら
64
歳

ま
で
の
方
で
、
心
臓
・
腎
臓
・
呼
吸
機
能

及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免

疫
機
能
障
が
い
の
身
体
障
が
い
者
手
帳
１

級
を
お
持
ち
の
方
で
す
。

　
今
年
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
も
徹

底
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
ご
活

用
く
だ
さ
い
。
お
問
い
合
わ
せ
は
野
木
町

健
康
福
祉
課
（
57-

４
１
７
１
）
ま
で
お

気
軽
に
ど
う
ぞ
。

コ
ロ
ナ
を
乗
り
越
え
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
へ
の
不
安
は

な
か
な
か
止
ま
り
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
な
情

報
を
介
し
て
不
安
が
不
安
を
呼
び
、
不
安
が

増
幅
さ
れ
て
多
方
面
に
広
が
っ
て
い
き
ま

す
。
出
来
る
だ
け
人
と
人
の
接
触
を
避
け
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
守
っ
て
い
く

こ
と
が
感
染
予
防
に
つ
な
が
る
と
し
て
、
今

は
３
密
を
避
け
る
「
新
し
い
生
活
様
式
」
の

確
立
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
定
着
す

る
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
る
と
思
い
ま
す

が
、
感
染
防
止
の
た
め
に
は
頑
張
っ
て
努
力

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

  

今
ま
で
私
た
ち
は
、
人
と
人
の
「
ふ
れ
あ

い
」
の
大
切
さ
、
お
互
い
に
「
支
え
合
う
こ

と
」の
す
ば
ら
し
さ
を
共
有
し
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
生
き
が
い
に
も
つ
な
が
る
と
実
感
し

て
き
ま
し
た
。
な
か
な
か
密
を
避
け
て
非
接

触
を
基
本
と
す
る
「
新
し
い
生
活
様
式
」
へ

の
転
換
は
、容
易
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
命
を
守
る
た
め
に
頑
張
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
リ
モ
ー
ト
や
オ
ン
ラ
イ
ン
、
テ
レ
ワ
ー
ク

等
の
「
新
し
い
生
活
様
式
」
は
実
践
し
な
が

ら
も
何
と
か
人
と
人
の
ふ
れ
あ
い
と
心
の
交

流
は
実
現
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
先

「税を考える週間」

くらしを支える税について考えてみよう！

１１月１１日（水）～１７日（火）

　１１月１１日から１７日は「税を考える週間」です。国税庁ホームページでは、

スマホを利用した申告書作成などの申告・納税手続、新型コロナウイルス感染

症対応などへの国税庁の取組みをご紹介しています。ぜひご覧ください。

問栃木税務署　撒 0282（22）0885
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― 災害に備えて ―野木町の 防災 Vol.22

問総務課　撒（57）4112

防災行政無線テレホンサービス（自動音声応答装置）

0180（99）2121
　

上記の番号にお電話いただくと、防災行政無線の放送内容を音声メッセージで確認できます。

　寒さと乾燥が増し、風邪が流行する時期になってきました。

　災害時の避難の際には、避難所が過密状態になることを防ぐために車両避難（車中泊）や安全な親戚宅、

友人宅等への早めの避難も検討しておきましょう。

■分散避難の検討（感染症対策）
　「避難」とは、「難」を「避」けることであり、新型コロナウイルス感染症に感染するリスクを少しで

も減らすため、避難所以外への避難も検討しておきましょう。

 （避難場所の選択例）

 　・安全な親戚宅、友人宅等への避難

 　・洪水ハザードマップを確認したうえでの垂直避難（在宅避難）
　　※浸水によりご自宅が孤立してしまう場合がある為、１週間程度の食料の備蓄を心がけてください。

　 ・安全な場所での車両避難（車中泊）
　　※車両避難をする場合には、エコノミークラス症候群を予防するため、できる限り着圧ソックスや

　　　弾性ストッキングなどを準備してください。

 　・安全なホテル、宿泊施設等への避難
　　※町内には宿泊施設がないため、町外への移動になります。早めの行動をお願いします。

 　・指定避難所への避難
　　※指定避難所では、感染症対策として、１人あたり４㎡のスペース及び１ｍの通路を確保すること

　　　としています。パーテーションの数には限りがあるため、避難所でのスペースは、パーテーショ

　　　ンがない場合を想定しています。そのため、簡易テント等をお持ちの方は、避難に支障のない範

　　　囲でご持参いただいても構いません。

■備蓄品のローリングストック
　備蓄品（食料）の賞味期

限を定期的に確認し、消

費と補充を繰り返しなが

ら、非常時に備えましょ

う。

　買ってくる、置いてお

く、消費するといったこ

とを繰り返しながら備え

ることが、ローリングス

トック方式です。
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投稿

　令和２年度栃木県老人クラ

ブ連合会の広報紙コンクール

に応募した「潤島福寿会会報」

が優秀賞に入賞し表彰されま

した。

　３年連続の入賞となり大変

名誉・誇りとするものです。

　潤島福寿会会報の発行は、

クラブの中での情報共有を通

じて会員相互の絆を深めるだ

けでなく、会員以外の方々に

も活動内容を知っていただく

ためにも大変重要なもので、

定期的に発行して全会員に配

布しているものです。 潤島福寿会

県老人クラブ連合会 広報紙コンクール
「潤島福寿会  会報」が優秀賞受賞

トピックス ～町の話題～

野
木
町
観
光
大
使
　
赤
羽
み
ち
え
先
生
連
載
第
�
号

第４８回野木町ソフトテニス
選手権大会

  「第４８回野木町ソフト

テニス選手権大会」を８

月２３日、野木中学校にて

開催し、小学生の部には

３３名のエントリーがあり

ました。

　小学生の部は、３つの

クラス別に開催し、どの

クラスも白熱したゲーム

が繰り広げられました。

　ファイナルゲームに突

入する試合が多く、決勝

戦は１２時を回りましたが、

集中力は途切れることな

く最後まで試合を行うこ

とができました。見事、

入賞されたペアは、初め

てもらったメダル・表彰

状に満面の笑顔を見せて

くれました。

　野木町ソフトテニス連

盟では、たくさんの子ど

もたちにソフトテニスの

魅力を伝え、スポーツを

通じて子どもたちの成長

に繋がればと考えており

ます。

野木町ソフトテニス連盟

投稿

▲低学年の部Ａ

▲低学年の部Ｂ

▲高学年の部
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町の人口 令和２年１０月１日現在　※直近の国勢調査結果を基に、住民基本台帳の増減数により算出しています

◇人口　男 １２，４６６人　女 １２，５５４人　計 ２５，０２０人　　◇世帯数 １０，１９２

  昭和初期頃と思われる旧下野煉化製造会社の全景写真です。 

　中央に見える煉瓦窯は明治 23 年（1890）に建設された東窯で、

西窯が関東大震災で倒壊した後も無事稼働し続け、建設から約

80 年後の昭和 46 年（1971）にその使命を終えました。

　現在は平成の大修復工事を経て野木町の歴史文化遺産として

大切に保存され、国重要文化財にも指定されています。

事業者向け新型コロナウイルス感染防止対策ポスターを作成しました！
　野木町では、事業者の皆様が、感染防止対策に取り組まれているこ
とを宣言・明示できるよう新型コロナウイルス感染防止対策ポスター
を作成しました。

◆効果

　作成したポスターを店頭に掲示していただくことで、事業者にとっ
ては感染拡大防止対策を実施しているＰＲになり、利用者にとっては
安心して利用することができます。

◆利用条件

・町内に店舗等を置く事業者であること。

・「野木町新型コロナウイルス感染防止対策ポスター使用届出書」を

　提出すること。

・「野木町新型コロナウイルス感染防止対策ポスター使用届出書」に

　チェックした項目の感染防止対策を実施していること。

※「野木町新型コロナウイルス感染防止対策ポスター
　使用届出書」につきましては、町ホームページ（右記
　ＱＲコード参照）からダウンロードしてください。

・詳細は下記問合せ先まで　
店内へ入店する際に検温を実施しています。

レストラン ○○○○
問産業課　撒（57）4153

問総務課　撒 (57)4134　死 soumu@town.nogi.lg.jp

広報のぎにお子さんの写真を載せてみませんか

野木町公式ツイッター

野木町公式フェイスブック

野木町公式ホームページ

町の情報や話題を発信中です！

対象：町内在住で未就学児のお子さん

窓口または町ホームページの応募
フォームよりご応募ください。

野木の想い出写真大募集
問 野木歴史文化伝承会　撒０２８０（５７）０６９０　担当：松本


